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平成２７年３月定例会会議録 

 

 平成２７年豊郷町議会３月定例会は、平成２７年２月２５日豊郷町役場内に招集された。 

 

 １、当日の出席議員は次のとおり 

             １ 番    前 田 広 幸 

             ２ 番    西 山   勝 

             ３ 番    西 澤 博 一 

             ４ 番    鈴 木 勉 市 

             ５ 番    西 澤 清 正 

             ６ 番    西 村 雄 三 

             ７ 番    佐々木 康 雄 

             ９ 番    河 合   勇 

            １０ 番    今 村 恵美子 

            １１ 番    北 川 和 利 

            １２ 番    堀   常 一 

 

 ２、当日の欠席議員は次のとおり 

               な     し 

 

 ３、地方自治法第１２１条の規定に基づき提案理由の説明のために出席を求めたる者は

次のとおり 

        町 長    伊 藤 定 勉 

        副 町 長    村 西 康 弘 

        教 育 長    横 井 保 夫 

        総 務 企 画 課 長    村 田 忠 彦 

        税 務 課 長    山 口 昌 和 

        保 健 福 祉 課 長    神 辺   功 

        医 療 保 険 課 長    北 川 貢 次 

        住 民 生 活 課 長    上 田 文 夫 

        会 計 管 理 者    吉 村 久美子 

        人 権 政 策 課 長    鈴 木 雅 信 

        地 域 整 備 課 長    夏 原 一 郎 

        地域整備課長（上下水道担当）    小 川 光 治 



1 － 2 

        産 業 振 興 課 長    土 田 祐 司 

        教 育 次 長    角 田 清 武 

        社 会 教 育 課 長    野 村   栄 

 

 ４、当日の会議に職務のため出席した者は次のとおり 

        議 会 事 務 局 長    加 藤 善 一 

        書 記    寺 田 理 恵 

 

 ５、提案された議案は次のとおり 

    議第 １号  豊郷町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

           とについて 

    議第 ２号  豊郷町監査委員に関する条例の一部を改正する条例案 

    議第 ３号  豊郷町行政手続条例の一部を改正する条例案 

    議第 ４号  豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

    議第 ５号  豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例

           の一部を改正する条例案 

    議第 ６号  豊郷町教育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条例の

           一部を改正する条例案 

    議第 ７号  豊郷町職員の高齢者部分休業に関する条例の一部を改正する条例

           案 

    議第 ８号  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

           の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案 

    議第 ９号  豊郷町保育の実施に関する条例を廃止する条例案 

    議第１０号  豊郷町保育所設置条例の一部を改正する条例案 

    議第１１号  豊郷町立幼稚園保育料条例の一部を改正する条例案 

    議第１２号  豊郷町介護保険条例の一部を改正する条例案 

    議第１３号  豊郷町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例案 

    議第１４号  豊郷町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定

           介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

           する基準を定める条例案 

    議第１５号  豊郷町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定

           める条例の一部を改正する条例案 

    議第１６号  豊郷町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に

           関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 
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    議第１７号  豊郷町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備およ

           び運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

           のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を

           改正する条例案 

    議第１８号  豊郷町営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例案 

    議第１９号  豊郷駅コミュニティ施設の指定管理者の指定につき議決を求める

           ことについて 

    議第２０号  平成２６年度豊郷町一般会計補正予算（第５号） 

    議第２１号  平成２６年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

    議第２２号  平成２６年度豊郷町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

    議第２３号  平成２６年度豊郷町下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

    議第２４号  平成２６年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

    議第２５号  平成２７年度豊郷町一般会計予算 

    議第２６号  平成２７年度豊郷町国民健康保険事業特別会計予算 

    議第２７号  平成２７年度豊郷町簡易水道事業特別会計予算 

    議第２８号  平成２７年度豊郷町下水道事業特別会計予算 

    議第２９号  平成２７年度豊郷町介護保険事業特別会計予算 

    議第３０号  平成２７年度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計予算 

    発委第１号  豊郷町議会委員会条例の一部を改正する条例案 

    一般質問 
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佐々木議長  皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１１名です。定足数に達していますので、平成２７年

第１回豊郷町議会定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 （午前９時００分） 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。最初に留意事項をご

説明いたします。会議規則に基づき規則を順守願います。お手元の携帯電話等

の電源をお切りになるか、あるいはマナーモードに切りかえていただきますよ

うお願いします。また、会議中はみだりに発言し騒ぎ、その他、議事の妨害と

なる言動をお慎みくださいますとともに、採決の際はみだりに離席をしないよ

うによろしくお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、５番、

西澤清正君、６番、西村雄三君を指名します。 

 日程第２、会期決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から３月１７日までの２１日間といたしたいと思

います。 

 ご異議ありませんか。 

議  員  異議なし。 

佐々木議長  異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月１７日までの２１日間に決定しました。 

 日程第３、諸般の報告を行います。監査委員から地方自治法の規定により、

平成２６年１２月から平成２７年１月分の現金出納検査結果並びに定期監査報

告が議会に提出されておりますからご了承願います。 

 次に、地方自治法の規定により、本定例会の説明員としてお手元に配付の文

書のとおり、あらかじめ出席を求めておきましたので、ご了承願います。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 日程第４、諸般の報告として、議長公務、一部事務組合議会報告を行います。

議長公務としての報告事項並びに一部事務組合議会の結果報告が提出されてい

ますので、お手元に配付しているとおりでございます。ご了承ください。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 日程第５、諸般の報告として委員会研修報告を行います。議会広報常任委員

会、予算決算、総務産業建設、文教民生、議会運営委員会、研修の報告を順次
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願います。 

 西澤議会広報常任委員会委員長、報告を願います。 

西澤博一議会広報 

常任委員長  議長、３番。 

佐々木議長  議会広報常任委員長。 

西澤博一議会広報 

常任委員長  おはようございます。議会広報常任委員会から報告をさせていただきます。 

 １２月１７日に第１回目、議会広報常任委員会を開催し、第６０号の構成な

どについて検討を行いました。平成２７年１月８日に第２回の委員会を開催し、

表紙の写真、紙面のレイアウトなどを行い、第１回目の校正にいたしました。１

月１５日、徳島県、勝浦町議会広報委員会が来庁され、広報紙についての取り

組み方やどのようなことに注意を払っているかなどについて研修されまし

た。１月２０日に第３回の委員会を開催し、記事と写真との整合性、紙面ので

き、誤字脱字のチェックなどについて校正を行い、第２回目の校正を出しまし

た。２月５日に第４回の委員会を開催し、最後のチェックを行い、最終稿を入

稿し、２月１３日に各戸宛配付したところでございます。 

 以上、議会広報常任委員会報告を終わります。 

佐々木議長  ご苦労さまでございました。続きまして、予算決算常任委員会委員長、報告

を願います。 

西山予算決算 

常任委員長  議長。 

佐々木議長  予算決算常任委員会委員長。 

西山予算決算 

常任委員長  予算決算常任委員会報告をさせていただきます。 

 平成２７年２月６日、金曜日、予算決算常任委員会において豊郷町民体育館

屋根改修工事の視察研修を実施し、工事概要を社会教育課、野村課長より説明

を受けました。概要説明内容。請負業者、たち建設株式会社、発注金額６,８４７

万２,０００円、工期、平成２６年６月から平成２６年１２月２５日、工事概

要、１、外部改修工事、屋根改修工事、屋根全面ふきかえ工事、外装改修工事、

下地処理、ひび割れ補修、塗装改修工事、下地処理、フッ素樹脂吹き付け、防

水改修工事、一部陸屋根部分シート防水。２、内部改修工事、アリーナ改修工

事、床張り部分的、暗幕カーテン取りかえ、バスケットゴール２体取りかえ、

上下前スライド式、管理事務所、湯沸かし室改修工事、床壁張りかえ、その他

ホール改修、更衣室回り改修、電気設備、機械設備改修工事。 
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 以上の概要を説明いただき、また、工事期間中に屋根材等の入荷が遅れ、ご

苦労なさったということでした。今後は、超高齢化社会の中で年齢を問わず、

人と人が触れ合いを深め、より一層の交流の場所となり、拠点として地域の皆

様が活用されることと思います。 

 視察結果。イ、グラウンドゴルフ場の整備について、暗渠排水の設置を長

さ８０メートルされましたが、ただ単に施工すればよしでなく、予算計上の上、

正確な計画のもとに施工すべきと考慮する。 

 ロ、法面工事が施工中でありながら、工事車両入口の安全性の確保について、

防護柵のない箇所は防護柵等を設置し、安全対策が必要である。発注側も机の

上でなく、現場にも目を向けるべきであると考えます。 

 以上です。 

佐々木議長  予算決算常任委員会委員長、ご報告ご苦労さまでございました。 

 続きまして、前田総務産業建設常任委員会副委員長、報告をお願いいたしま

す。 

前田総務産業建設 

常任副委員長  議長。 

佐々木議長  前田総務産業建設常任委員会副委員長。 

前田総務産業建設 

常任副委員長  それでは、総務産業建設常任委員会視察研修の報告をさせていただきます。 

 平成２７年２月９日、１０日の２日間、徳島県にて研修を実施しました。２

月９日に徳島県板野郡板野町、ふれあい市アグリ板野にて研修を行いました。

板野町は、人口１万３,９０２人、面積３６平方キロメートル、予算規模５５億

円、議員定数は１４人の町です。 

 ふれあい市アグリ板野は、敷地面積７００坪、建物面積１００坪、鉄骨平屋

建てです。平成２６年度会員数１０７名、平成１８年に年間売上２億５００万

円を達成して以降、年間２億円の売り上げを下回ることはなく、年間来場者

数１３万人程度です。存在価値、新鮮で安全な農産物を消費者の皆様へをモッ

トーに、会員が自信を持って栽培した朝どり野菜を中心に販売している。夏は

果実、桃、梨、ブドウなどを販売、町内で作付されており、仕入れを最小限に

抑えられることで、この地域の特徴を生かした農業の活性化が図られている。

米の販売においては、３０キロ入りの玄米を精米機で白米にされて、年

間５,０００から６,０００袋販売されている。第一次産業の育成が重要である

ことを再認識し、豊郷町も第一次産業の従事者並びに地元野菜等の育成強化に

努める必要があります。 
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 ２月１０日は、徳島県勝浦町坂本にある宿泊型体験施設、ふれあいの里さか

もとを訪れ、研修を行いました。勝浦町は、人口約５,５００人、面積７０平方

キロメートル、ミカンの里として知られているがご多分に漏れず、過疎化と少

子高齢化が進みつつあります。 

 平成１１年３月に隣接校との統合により廃校となった旧坂本小学校の校舎を

町が改造整備し、その運営を平成１３年７月に発足した、地元住民等による坂

本グリーンツーリズム運営委員会が独立採算を基本に担っています。１２年前

の平成１４年３月、町の最も山間の集落である坂本地区において、廃校を活用

し、都市と農村との交流等を行うグリーンツーリズム事業、農村体験宿泊施設

ふれあいの里さかもとがスタートされました。事業の目的は、人の温かさや地

域の風土、文化などを味わってもらい、地域ぐるみで展開することにより、地

域の元気を創造し、町内他地域へも元気を波及させることです。多彩な農村体

験のメニューを提供し、地産地消の田舎料理を楽しむことができます。受け入

れに当たっては、おもてなしの心で人と人との触れ合いを大切にしつつ、地元

住民がイラストレーターとなり、産業や自然文化など当地ならではの資源を生

かし、交流文化の増加に努めておられます。 

 当初の利用者の予想では、年間１,８００人を見込んでいましたが、平成２２

年度の利用実績は、宿泊、体験、飲食等で１万１ ,６０１人、そのうち、県

外２,８９７人、県内２,８８３人、町内５,８２１人の方が利用されています。

経営は、運営が地元が独立採算との町の方針もあり、独立に運営されています。 

 豊郷町も豊郷小学校旧校舎群を生かした利用活用の方法を考え、地域の活性

化を図っていただかなければならないと思います。 

 以上、総務産業建設常任委員会の研修報告を終わります。 

佐々木議長  大変ご苦労さんでございました。 

 それでは、続きまして、北川文教民生常任委員会副委員長、報告を願います。 

北川文教民生 

常任副委員長  議長。 

佐々木議長  北川文教民生常任委員会副委員長。 

北川文教民生 

常任副委員長  それでは、文教民生常任委員会の研修報告を行います。 

 去る２月９日、１０日の両日、徳島県板野郡板野町、勝浦郡勝浦町の両町に

おいて視察を行いました。 

 ２月９日、月曜日、徳島県板野郡板野町視察、健康づくり推進の取り組みに

ついて。あさんフェスティバル事業として、企業と連携して、平成２１年度か
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ら毎年、あさんウォーキングフェスタｉｎいたのが行われています。第１回で

は約９００人であったウォーキング参加者も、屋台の出店やタレントを招くな

どの工夫によって、現在では３,０００人に増え、四国最大級のウォーキングイ

ベントになっております。スポーツ振興の取り組みについては、Ｊリーグチー

ム応援事業として、誘致したサッカーチーム、徳島ヴォルティス応援がまちぐ

るみで行われています。行政や住民、地元企業、誘致した企業がうまく連携を

し、協力して取り組みを進めていることがよい結果につながっていると思いま

した。 

 続きまして、２月１０日、火曜日、徳島県勝浦郡勝浦町に視察に行きました。

勝浦郡地域特別支援連携システムについて報告します。情報を保護者と各関係

機関が共有して引き継いでいくことによって、支援を必要とする子供たちへの

一貫した支援と、よりよい発達を目指すもので、継続した支援に必要な情報を

保護者がファイルに記入していくシステムとなっています。３年ほど前から始

まった事業のため、結果の検証については今後の課題となりますが、保護者・

本人がファイルに記入し管理をすることによって、一貫した支援が可能になる

のではないかと考えられました。 

 最後に、感じたことで、わが町に１１人の議員がいますけども、参加した議

員が６名でした。相手にとってものすごい失礼だと思いましたが……。 

佐々木議長  ちょっとその私見はこれ以上やめてください。 

北川文教民生 

常任副委員長  僕の感じたことを言うたらよろしいんでしょ。研修報告の……。 

佐々木議長  報告だけで、よろしいです。 

北川文教民生 

常任副委員長  報告をしています。僕が感じた報告をしています。 

佐々木議長  報告だけでよろしい。 

北川文教民生 

常任副委員長  だめですか。 

佐々木議長  報告だけで終わってください。 

北川文教民生 

常任副委員長  僕が感じたことは、だめですねんな。いや、意見と違います。報告です。感

じた報告をしなさいということで。 

佐々木議長  報告だけでよろしいので。大変ご苦労さんでございました。 

 続きまして、西山議会運営委員会委員長、報告願います。 

西山議会 



1 － 9 

運営委員長  議長。 

佐々木議長  西山議会運営委員会委員長。 

西山議会 

運営委員長  議会運営委員会視察研修報告をさせていただきます。 

 徳島県勝浦町の視察に向け、議会における質疑、一般質問の要領、時期等に

ついて、並びに通年議会についての事前研修を、平成２７年２月６日、金曜日

に実施いたしました。研修は、講師に滋賀県町村議会議長会次長、横山直樹氏

を迎え実施いたしました。 

 内容といたしましては、１、議会における質疑、一般質問の要領、時期等に

ついて。一般質問に当たっては、議長への通告の内容に基づいて、原則として

原稿を作成し、力強い質問を行うことが大事であり、要望やお願い、お礼の言

葉を述べることは厳に慎むべきである。また、極めて不適切な言葉として、例

えば、「よくわかりました」「ありがとうございます」「説明をお願いします」

等、十分注意して臨むべきである。一般質問は、町の一般事務について執行機

関に対し事実について説明を求め、将来に対しての所信を質すものである。答

弁を求める者は、最高責任者に所信を質すものであるから、その執行機関の長、

例えば町長、教育委員長、選挙管理委員会委員長、農業委員会委員長等を指定

すべきであり、通告に課長または係長と記することは正しい扱いではない。地

方自治法第１２１条に、各執行機関の長等から委任または嘱託を受けた者は、

説明のため議場に出席できる。答弁の責任、重みについてなどの研修を行いま

した。 

 ２、通年議会制度について。通年議会とは、議会の会期を１年とし、その間

は議会の判断で必要に応じて議会を開ける制度。議会が常時活動可能な状態に

なる。通年議会を実現するには、２つの方法がある。従来の定例会の運用に工

夫を加え実現する方法、新たな通年の会期を採用する方法。通年議会のメリッ

ト、デメリットについて。通年議会の意義と効果について。以上の研修を受け

ました。 

 事前研修を受けた後、平成２７年２月１０日、徳島県勝浦町役場、徳島県勝

浦郡勝浦町久国久保田３にて、通年議会について勝浦町議会議員８名、定数１０

名と研修を実施。人口５,７４３人、面積６９.８キロ平方メートル、予算規

模３５億６,２００万円、議員定数、昭和３０年合併時２６名、平成１９年の改

選期より１０人に、現在に至る。 

 研修内容。通年議会について。通年の改正に大改革、平成２４年９月の自治

法改正が行われた。通年の会期制により、年間の会議日を条例で決めておくの
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で、行事などの予定が立てやすくなった。議案が提出できる機会が増えるため、

補正予算や契約、人事案件などの決議はこれまでのような３カ月おきの会期ま

で待たなくて敏速にできるようになった。専決事項が少なくなった。町民の声

に対する質問を導入。日常活動で町民からの課題を各月の議会日に質問できる

コーナーを設けた。デメリットはなく、メリットがほとんどである。 

 以上、通年議会制について、勝浦町議会より答弁をいただき、研修を終えま

した。豊郷町議会においては、今後の課題として検討を重ねていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

佐々木議長  大変ご苦労さんでございました。 

 それでは、これで諸般の報告を終わります。 

 日程第６、議第１号豊郷町固定資産評価委員会委員の選任につき同意を求め

ることについてから、日程第３５、議第３０号平成２７年度豊郷町後期高齢者

医療事業特別会計予算までを一括議題といたします。 

 町長、提案理由の説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  皆さん、おはようございます。提案説明の前に一言、御礼を申し上げます。 

 本日、平成２７年第１回豊郷町議会定例会を招集いたしましたところ、議員

の皆さんには公私何かとご多用の中ご参集を賜り、心より厚く御礼を申し上げ

ます。また、皆様方には平素より本町の行政運営に対しまして、格別のご配慮

を賜っておりますことに対しましても、重ねて厚く御礼申し上げます。 

 本定例会には、同意案件１件、議決案件１件、条例制定案件２件、条例改正

案件１４件、条例廃止案件１件、さらに平成２６年度豊郷町一般会計補正予算

をはじめ、各特別会計補正予算５件、並びに平成２７年度豊郷町一般会計及び

各特別会計予算６件の３０件の議案を提案させていただいております。どうか

慎重審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 さて、社会経済構造の変化に伴う住民ニーズの多様化に合わせて、包括ケア

システムの構築、子ども・子育て新制度の対応あるいは総合教育会議の設置な

ど、平成２７年度も多くの課題があります。また、来年１月には、いわゆるマ

イナンバー制度の運用が開始されることとなっていますが、今後の円滑な事務

対応により、住民サービスの質の向上や事務事業の効率化に努めていきたいと

思っています。そのような中で、国では地方創生法が成立し、「まち・ひと・し

ごと創生」の長期ビジョン並びに総合戦略が昨年末に閣議決定されました。地
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方財政対策では、１兆円の関連予算が確保されたところであります。 

 現在、町では消費喚起と生活支援型の事業あるいは人口ビジョンと総合戦略

の策定に向けて準備を進めているところですが、ご案内のとおり、総合戦略に

は平成２７年度から５カ年で取り組む内容を盛り込むこととされておりますも

のの、平成２８年度以降の国からの財政措置は不透明であります。つきまして

は、事業の継続性にも配慮しながら、平成２７年度豊郷町一般会計予算の計上

に当たり、概要並びに基本的な事項につきましてご説明申し上げます。 

 平成２７年度の地方財政対策では、地方創生に取り組みつつ、安定的に財政

運営を行うことができるよう、地方交付税等の一般財源総額について、地方創

生のための財源等を上乗せとして、平成２６年度の水準を上回る額を確保する

ことを基本として対応することとされました。 

 このような状況の中で、本町においては、平成２５年度決算において、法人

関係税が回復基調にあり、また、町税全体で平成２４年度比４,０６３万円余り

の増収となり、交付税が平成２４年度比７３９万円の増収となり、全体の一般

財源は増加しました。こうした中、継続的、安定的な財政運営を確保するため、

財政調整基金への積み立てを実施し、財政健全性を確保したところであります

が、社会保障関係費の増加傾向を鑑みれば、急速な財政悪を想定した堅実な財

政運営を行う必要があります。 

 平成２７年度の予算編成に当たっては、第４次豊郷町総合計画に掲げる基本

目標の実現に向かって着実かつ積極的な事業展開を推進するとともに、まちづ

くりのテーマである、「ともによろこび、さらなるとよさと」の実現に向け、町

民と行政が一体となって町民が主役であるまちづくりに取り組んでいくことと

しました。 

 このような方針をもとに編成いたしました平成２７年度の一般会計当初予算

の総額は、３７億５ ,７００万円となり、前年度と比べますと、金額で２

億４,６００万円、率にして７.０ポイントの増となりました。また、国民健康

保険事業特別会計予算をはじめ、５会計の各特別会計予算の総額は、２３

億１,９４２万２,０００円となり、前年度と比べますと金額で２億４,３６０

万８,０００円、率にして１１.７ポイントの増となりました。 

 一般会計予算のうち重点施策の概要を申し上げますと、福祉医療関係施策で

は、高校卒業世代までの医療費無料化制度及び豊郷病院における看護師及び小

児科医師確保の充実など助成支援事業の継続、自治会による地域づくり活性化

は頑張る自治会応援プログラムの事業などの継続をしております。 

 産業観光振興では、環境こだわり農産物支援事業、環境保全型農業支援対策
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事業、商工会街路灯整備事業など、生活関連施設の安全・安心対策では、自主

防災組織の資機材整備助成事業、地域防災施設整備助成事業、簡易水道排水管

敷設がえ整備事業や町道及び集落内の道路整備管理事業など、教育振興では、

町単による町立学校臨時講師設置事業、今年度より小学校１年生よりの外国語

活動推進事業、図書館司書配置事業など継続事業の拡充を行ってまいります。

また、社会保障・税番号制度システムに対応した改修や子ども・子育て新制度

によります児童福祉及び幼児教育に係る施設型給付をはじめ、改良住宅譲渡推

進事業や公営住宅の社会資本総合推進事業、また、豊郷町立武道館改修事業に

取り組むものでございます。 

 以上、地方財政を取り巻く状況が依然として厳しい中でありますが、適切な

行財政運営に留意しつつ、諸施策を重点的に取り組み、町民の負託に応えてま

いりたいと考えております。 

 それでは、議第１号豊郷町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについてご説明申し上げます。 

 現委員であります、住所、豊郷町大字吉田１２４０番地、氏名、三木英治氏、

生年月日、昭和２１年９月３０日生まれが、平成２７年３月３１日付で任期満

了となりますので、続けて再任をいたしたく、地方税法第４２３条第３項の規

定により、議会の同意を求めるものでございます。任期は、平成２７年４月１

日から３年間でございます。ご同意のほどよろしくお願い申し上げます。 

 議第２号豊郷町監査委員に関する条例の一部を改正する条例案についてご説

明申し上げます。 

 今回の改正は、第８条において現在実施している現金出納検査日と条例に規

定されている検査日との間に不整合が生じていることから、実態に合わせ「毎

月１０日から１０日以内」を「毎月１０日から２０日以内」と改め、第９条に

おいて決算審査の結果に基づく意見について、審査に付された日から「７日以

内」となっており、実態との間に不整合が生じていることから、今回、現状を

鑑み「７日以内」を「９０日以内」と実態に合わせた本町条例規定の一部改正

を行うものです。 

 また、あわせて地方公共団体の財政の健全化に関する法律、平成１９年６月

公布、平成２１年４月施行で、監査委員の審査を議会へ報告、住民への公表が

義務づけられていることから、その規定を新たに追加する必要があるため、本

条例の一部を改正するものです。 

 議第３号豊郷町行政手続条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上

げます。 



1 － 13 

 行政手続法の一部を改正する法律が、平成２７年４月１日から施行されます。

行政手続法の規定では、町の機関が行う処分及び行政指導の手続は適用除外と

されています。そのため、豊郷町行政手続条例に行政手続法の改正で新たに加

えられた手続を規定するため改正を行うものであります。 

 議第４号豊郷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案についてご

説明申し上げます。 

 平成２６年８月７日に、人事院による給与勧告を受け、国家公務員の一般職

の給与に関する法律が改正されたことに伴い、豊郷町職員の給与に関する条例

の一部を改正するものであります。 

 本年４月以降、国に準じて給与制度について３年計画で総合的見直しを行う

こととし、地域の民間給与水準を踏まえ、俸給表水準を国に準じて平均２％引

き下げた給与表に改正するものであります。今回の改正では、激変緩和のため

の経過措置といたしまして、平成３０年３月３１日までの３年間の現給保障を

行うものであります。 

 次に、管理職員の特別勤務手当の改正では、災害への対応その他の臨時また

は緊急の必要により、従来の週休日、祝日、年末年始以外の平日午前０時から

午前５時までの間、勤務した場合、勤務１回につき４,０００円、週休日等は１

回につき８,０００円を支給するものでございます。また、勤勉手当の改正で

は、６月及び１２月に支給されます勤勉手当の支給割合をそれぞれ０.７５月分

とし、再任用職員についてはその支給割合を０.３５月分とするものであります。 

 議第５号豊郷町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の

一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。 

 先ほどご説明申し上げました、議第４号豊郷町職員の給与に関する条例の一

部改正によります職員の勤勉手当支給割合の改正に伴い、特別職である町長、

副町長について一般職員に準じて期末手当の支給割合を改正するものでござい

ます。 

 議第６号豊郷町教育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条例の一

部を改正する条例案についてご説明申し上げます。 

 この議案は、議第５号と同様に、議第４号豊郷町職員の給与に関する条例の

一部改正によります、職員の勤勉手当支給割合の改正に伴い、教育長について

一般職員に準じて期末手当の支給割合を改正するものであります。 

 議第７号豊郷町職員の高齢者部分休業に関する条例の一部を改正する条例案

についてご説明申し上げます。 

 第３次地方分権一括法による地方公務員法第２６条の第１項の改正により、
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高齢者部分休業を承認することができる期間については、条例に委任されてお

り、条例で定める事項が期間から年齢に改められました。豊郷町職員の高齢者

部分休業に関する条例第２条第２項中の期間から年齢に改正する必要が生じま

したことから、本条例の一部を改正するものであります。 

 議第８号地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例案についてご説明申し上げます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

い、教育委員長と教育長とを一体化した新教育長が設置されることとなったこ

と等から、関係条例について規定の整備を行うため、豊郷町特別職の職員で常

勤のものの給与および旅費に関する条例ほか３条例について改正をするもので

あります。 

 議第９号豊郷町保育の実施に関する条例を廃止する条例案についてご説明申

し上げます。 

 本条例は、これまで児童福祉法第２４条に基づき、条例にて保育の実施に関

する必要な事項を定めてまいりましたが、子ども・子育て支援法ならびに関係

法律が本年４月１日から施行されるに伴い、児童福祉法が改正されたことから

条例制定の根拠となっておりました委任規定がなくなりましたので、本条例を

廃止するものであります。 

 議第１０号豊郷町保育所設置条例の一部を改正する条例案についてご説明申

し上げます。 

 本条例は、これまで児童福祉法第５６条に基づき、規則で保育料を定めてお

りましたが、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の

施行によって児童福祉法が改正され、子ども・子育て支援法第２７条第３項第１

号に基づき、特定保育施設の使用料を定めることとなります。 

 このことから、公立保育所については地方自治法第２４４条の規定による公

の施設として整理されることから、条例に使用料の範囲を定める必要が生じま

したので、あわせて公の施設の利用に係る事項を追加し、改正を行うものであ

ります。 

 議第１１号豊郷町立幼稚園保育料条例の一部を改正する条例案についてご説

明申し上げます。 

 子ども・子育て支援制度の実施に伴い、子ども・子育て支援法の規定による

保育料を定める必要があることから、本案を提出するものです。同法の規定に

より、所得の階層ごとに保育料の上限を定め、規則でその階層ごとの保育料を
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定めるものであります。 

 議第１２号豊郷町介護保険条例の一部を改正する条例案についてご説明申し

上げます。 

 今回の改正は、第６期計画の介護保険料について、標準の保険料を月

額６,０００円と決定したことにより、豊郷町介護保険条例の一部改正を行うも

のであります。改正前の平成２４年度から２６年度を、平成２７年度から平

成２９年度までの３カ年間にかかわること、また、改正前の保険料区分が７段

階でありましたものを、介護保険法の改正に伴う標準９段階に変更し、保険料

引き上げに伴い、それぞれの金額及び条項の修正による一部改正を行うもので

あります。 

 次に、改正法附則第１４条に規定する介護予防日常生活支援総合事業等に関

する経過措置について、平成２７年４月１日より事業を開始しない場合にあっ

ては、経過措置に関する条文を条例に明記するものです。 

 ただいまご説明申し上げました一部改正は、平成２７年４月１日より施行す

るものであります。 

 議第１３号豊郷町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例案につい

てご説明申し上げます。 

 介護保険法の改正により地域包括支援センターの職員等に関する基準につき

ましては、地域の自主性及び自立を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律、いわゆる第３次地域主権改革一括法による権限委譲

に伴い、町条例に委任されることになることから、今回、新たに条例を制定す

るものであります。制定の主な点といたしましては、地域包括支援センターの

職員に係る基準及び職員数を明記するものであります。 

 議第１４号豊郷町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例案についてご説明申し上げます。 

 介護保険法の改正により、介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

につきましては、地域の自主性及び自立を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律、いわゆる第３次地域主権改革一括法による権

限委譲に伴い、町条例に委任されることになることから、今回、新たに条例を

制定するものであります。制定の主な点といたしましては、介護予防支援の事

業の人員ならびに介護予防支援に係る効果的な支援の方法に関する基準を明記

するものであります。 
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 議第１５号豊郷町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。 

 介護保険法の改正により、指定介護予防支援の指定の申請者に関する基準が

改正され、平成２７年４月に施行されることから、当町の条例もあわせて改正

する必要が生じたため、今回、一部改正を行うものであります。改正の主な点

といたしましては、指定介護予防支援の指定の申請者の基準に法人格の有無を

明記するものであります。 

 議第１６号豊郷町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。 

 介護保険法の改正により、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備およ

び運営に関する基準が改正され、平成２７年４月に施行されることから、当町

の条例もあわせて改正する必要が生じたため、今回、一部改正を行うものであ

ります。改正の主な点といたしましては、複合型サービスの名称が看護小規模

多機能型居宅介護に変更、また、小規模多機能型居宅事業所の登録定員が２５

人から２９人への変更及び利用定員の基準に関する改正を行うものであります。 

 議第１７号豊郷町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備およ

び運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案についてご

説明申し上げます。 

 介護保険法の改正により、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準が改正され、平成２７年４月に施行され

ることから、当町の条例もあわせて改正する必要が生じたため、今回、一部改

正を行うものであります。改正の主な点といたしましては、指定小規模多機能

型居宅事業所の登録定員が２５人から２９人への変更及び登録定員に応じた利

用定員を明記するものであります。 

 議第１８号豊郷町営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例案に

ついてご説明申し上げます。 

 改正内容としましては、土地改良事業を行う上での負担金や賦課金を徴収す

るための条例で、第２次地方分権一括法の改正に伴い、土地改良法第９６条の４

に第２項が設けられました。この基準となる条例にあわせ、当町の条例の第１

項にある「土地改良法の第９６条の４において準用する」を「土地改良法の

第９６条の４第１項において準用する」に一部を改正するものであります。 

 議第１９号豊郷駅コミュニティ施設の指定管理者の指定につき議決を求める
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ことについてご説明申し上げます。 

 豊郷駅コミュニティ施設につきましては、現在、豊郷町シルバー人材センタ

ー理事長古川米三氏を指定管理者としておりますが、本年３月３１日付をもっ

て指定期間が満了することになります。そのため、平成２６年１２月９日から

平成２７年１月１９日までのこの施設の指定管理者を募集したところ、豊郷町

シルバー人材センターが応募され、候補者として選考しました。この候補者を

指定管理者として指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２、第６項の規定

に基づき議会の議決を求めるものであります。なお、指定期間は本年４月１日

から平成３０年３月３１日までの３年間であります。 

 議第２０号平成２６年度豊郷町一般会計補正予算（第５号）についてご説明

申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,７０１万６,０００円を追

加し、歳入歳出予算総額を４０億２,３７２万２,０００円とするものでござい

ます。 

 歳入では、交通安全対策特別交付金４万２ ,０００円、分担金及び負担

金２５０万円、使用料１万１,０００円、県支出金２３７万６,０００円、繰入

金８,８９３万３,０００円、諸収入１,０１１万１,０００円を追加し、国庫支

出金３３２万５,０００円、財産収入２,７７３万２,０００円、町債５９０万円

を減額するものであります。 

 次に歳出では、 民生費１億５ ,６３５万５ ,０００円、衛生費５２６

万７,０００円、農林水産業費２,５０７万４,０００円を追加し、議会費２１６

万円、総務費６１７万２,０００円、労働費４,０００円、商工費３３万７,０００

円、土木費８ ,４８２万５,０００円、消防費２,５２６万６ ,０００円、教育

費９１万６,０００円を減額するものであります。 

 今回の補正予算におきまして、主なものは各事業の執行状況によります基金

の取り崩しのとりやめ、３月末で廃止しました地域福祉基金を新たに保健福祉

基金に積み立てを行うための積立金を計上したところであります。 

 議第２１号平成２６年度豊郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

についてご説明申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９２万７ ,０００円を追加

し、歳入歳出予算総額を９億３,３８３万円とするものでございます。 

 歳入では、国庫支出金２２万８ ,０００円、共同事業交付金３ ,５０７

万２ ,０００円を増額し、県支出金６１万５ ,０００円、繰入金２ ,９７５

万８,０００円を減額するものであります。 
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 次に歳出では、保険給付費２９７万円、共同事業拠出金３９３万１,０００円

を増額し、保険事業費１９７万４,０００円を減額するものであります。 

 議第２２号平成２６年度豊郷町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）に

ついてご説明申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０万円を減額し、歳入歳出

予算総額を３億１,２０４万２,０００円とするものでございます。 

 歳入では、繰入金２ ,２９０万円を増額し、国庫支出金２２０万円、町

債２,１００万円を減額するものであります。 

 歳出では、総務費４８７万５ ,０００円を増額し、簡易水道事業費５１７

万５,０００円を減額するものであります。 

 議第２３号平成２６年度豊郷町下水道事業特別会計補正予算（第４号）につ

いてご説明申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,５４２万１,０００円を減

額し、歳入歳出予算総額を３億４,３０１万１,０００円とするものでございま

す。 

 歳入では、国庫支出金５９２万８,０００円、繰入金５９９万３,０００円、

町債３５０万円を減額するものであります。 

 歳出では、総務費１,１９２万１,０００円、下水道事業費３５０万円を減額

するものであります。 

 議第２４号平成２６年度豊郷町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついてご説明申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,４８１万８,０００円を追

加し、歳入歳出予算総額を５億９,４２１万９,０００円とするものでございま

す。 

 歳入では、国庫支出金６１７万円、支払基金交付金７２１万２,０００円、県

支出金３６５万４,０００円、繰入金３０６万円、町債４７２万２,０００円を

増額するものであります。 

 歳出では、保険給付費２ ,４８６万７ ,０００円を増額し、総務費４

万９,０００円を減額するものであります。 

 議第２５号平成２７年度豊郷町一般会計予算についてご説明申し上げます。

一般会計当初予算の総額は、３７億５,７００万円となり、前年と比べますと金

額で２億４,６００万円、率にして７.０ポイントの増となりました。 

 主な歳入につきまして申し上げますと、まず、町税でありますが、総額が９

億１,１７８万４,０００円で、前年に比べ２,００８万７,０００円、２.２％の



1 － 19 

減となりました。以下、地方交付税は１３億５,６００万円で６.４％の増、国

庫支出金は３億２ ,９８８万５ ,０００円で２２ .０％の増、県支出金は２

億４,７１１万３,０００円で６.１％の増、地方消費税交付金１億１,６００万

円で６５.７％の増、財産収入は２,２４３万９,０００円で３５.２％の減、繰

入金は１億８ ,８７０万８ ,０００円で３ .２％の減、諸収入は２億９４２

万６,０００円で１４５％の増、町債は２億５６０万円で１４ .６％の減であり

ます。そのほかでは、地方譲与税２,３５０万円、利子割交付金１２０万円、自

動車取得税交付金３８０万円、地方特例交付金５００万円、交通安全対策特別

交付金１３３万８,０００円、分担金及び負担金１,９９６万円、使用料及び手

数料８,００４万６,０００円、寄付金１５０万１,０００円、繰越金３,０００

万円などを見込んでおります。 

 財源比率では、自主財源の占める割合は３９％、依存財源は６１.０％であり、

前年度に比べて自主財源比率が５.８％増加しておりますが、依然として歳入の

ほとんどを依存財源に頼らざるを得ない厳しい財政構造となっております。 

 次に、歳出面で主なものといたしましては、民生費１２億２ ,２９９

万５,０００円で前年に比べ５.４％の増であります。以下、議会費６,９０７

万７,０００円で１.３％の増、総務費５億１９９万５,０００円で１３.５％の

増、衛生費３億８,２６１万２,０００円で６.２％の減、農林水産業費８,５７７

万４,０００円で２３.４％の増、商工費３,５１９万７,０００円で３８.５％の

増、土木費４億７,９４２万６,０００円で１８.４％の増、消防費１億２,９１１

万１,０００円で３.６％の減、教育費６億４,２３３万１,０００円で１１.７％

の増、公債費２億２９７万１,０００円で６.７％の減、労働費５１万１,０００

円で１.０％の減、予備費５００万円を計上しております。 

 議第２６号平成２７年度豊郷町国民健康保険事業特別会計予算についてご説

明申し上げます。国民健康保険事業特別会計予算は、１０億７１３万４,０００

円で２５.０％の増であります。 

 歳入のうち主なものは、国民健康保険税１億６ ,５３６万９ ,０００

円、６.１％の減、国庫支出金２億４,４５８万９,０００円、１５.４％の増、

療養給付費交付金５,１８９万２,０００円、５.３％の減、前期高齢者交付金１

億５ ,２４０万３ ,０００円、５ .５％の増、県支出金６ ,０５９万９ ,０００

円、１７.３％の増、共同事業交付金２億４,８７９万２,０００円、１７２.１％

の増、繰入金８ ,１９１万６ ,０００円、１１ .４％の増、諸収入１３８

万７ ,０００円、２ .０％の減であり、そのほかでは使用料及び手数料１５

万４,０００円、財産収入３万２,０００円、繰越金１,０００円を見込んでおり
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ます。 

 歳出では、総務費２,１６６万３,０００円、２６.８％の増、保険給付費５

億９,４７５万６,０００円、１４.４％の増、後期高齢者支援金等１億９２９

万３,０００円、０.３％の減、介護納付金４,４２０万４,０００円、２１.５％

の減、共同事業拠出金２億２,１３３万８,０００円、１５８.７％の増、保健事

業費１,５２３万２,０００円、６.１％の減であり、そのほかでは、諸支出金５５

万２ ,０００円、前期高齢者納付金等５万７ ,０００円、老人保健拠出

金６,０００円、基金積立金３万３,０００円を計上しております。 

 療養諸費及び高額療養費の増加により、保険給付費全体で７ ,４８６

万７ ,０００円、１４ .４％の増、また、共同事業拠出金１億３ ,５７８

万６,０００円、１５８.７％、全体で２億１４４万２,０００円、２５.０％の

増額となったものでございます。 

 議第２７号平成２７年度豊郷町簡易水道事業特別会計予算についてご説明申

し上げます。簡易水道事業特別会計予算は、３億１ ,８２０万２ ,０００円

で２.４％の増であります。 

 歳入のうち主なものは、分担金及び負担金３０７万８,０００円、９０.０％

の増、使用料及び手数料１億１,６８５万円、２.３％の増、国庫支出金１,７４６

万５,０００円、１８.６％の減、繰入金１億２,６６６万６,０００円、１８.７％

の増、町債５ ,２３０万円、１８ .８％の減、繰越金１５７万９ ,０００

円、２６.０％の減であり、そのほかでは財産収入２６万４,０００円を見込ん

でおります。 

 歳出では、総務費４,２６９万９,０００円、３２.１％の増、簡易水道事業費１

億７,１２６万円、１.９％の減、公債費１億４２４万３,０００円を計上してお

ります。 

 水道配水管の敷設がえ工事の実施及びアセットマネジメント策定事業委託を

実施するため、全体として７４８万４,０００円、２.４％の増額となったもの

であります。 

 議第２８号平成２７年度豊郷町下水道事業特別会計予算についてご説明申し

上げます。下水道事業特別会計予算は、３億３,５８２万８,０００円で２.９％

の減であります。 

 歳入のうち主なものは、分担金及び負担金１３８万２,０００円、１６.０％

の増、使用料及び手数料１億３,４６３万２,０００円、０.９％の増、国庫支出

金１,９００万円、２６.７％の増、繰入金１億６,５９５万５,０００円、５.４％

の増、町債１,０８０万円、６８.４％の減、繰越金４００万円、２００％の増、
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諸収入１ ,０００円、９９ .９％の減であり、そのほかでは財産収入５

万８,０００円を見込んでおります。 

 歳出では、総務費１億３８８万円、２２.１％の減、下水道事業費５,３７８

万円、１３３.２％の増、公債費１億７,８１６万８,０００円計上しております。 

 流域下水道維持管理負担金、琵琶湖流域下水道建設事業負担金及び交際費の

減少により、全体としては９９５万９,０００円、２.９％の減額となったもの

であります。 

 議第２９号平成２７年度豊郷町介護保険事業特別会計予算についてご説明申

し上げます。介護保険事業特別会計予算は、６億１１９万８ ,０００円

で、８.２％の増であります。 

 歳入のうち、主なものは保険料１億２,２９９万８,０００円、２９.７％の増、

国庫支出金１億３ ,６４１万３ ,０００円、４ .４％の増、支払基金交付金１

億５,７０４万円、５.３％の増、県支出金８,１９５万５,０００円、８.３％の

増、繰入金１億２７８万１,０００円、０.６％の増、そのほかでは使用料及び

手数料３ ,０００円、財産収入１ ,０００円、繰越金３ ,０００円、諸収

入４,０００円を見込んでおります。 

 歳出では、総務費２,７２６万６,０００円、１６.２％の減、保険給付費５

億５,９９４万１,０００円、９.１％の増、地域支援事業費９６９万７,０００

円、０.１％の減、そのほかでは基金積立金１７２万円、諸支出金４万３,０００

円、財政安定化基金拠出金２５３万１,０００円を計上しております。歳出のう

ち、保険給付費が居宅介護事業を中心とする全体で４ ,６７６万３ ,０００

円、９.１％の増となり、歳入では、保険給付費の増加に伴う国庫支出金、支払

基金交付金、県支出金が増加し、全体として４,５７４万６,０００円、８.２％

の増額となったものであります。 

 議第３０号平成２７年度豊郷町後期高齢者医療事業特別会計予算についてご

説明申し上げます。後期高齢者医療事業特別会計予算は、５ ,７０６万円

で１.９％の減であります。 

 歳入のうち主なものは、後期高齢者医療保険料３ ,３８２万６ ,０００

円、０.１％の増、繰入金２,３２０万８,０００円、４.７％の減、そのほかで

は使用料及び手数料３,０００円、繰越金１,０００円、諸収入２万２,０００円

を見込んでおります。 

 歳出では、総務費５１４万７,０００円、４０.６％の減、後期高齢者医療広

域連合納付金５,１８９万２,０００円、４.８％の増、そのほかでは諸支出金２

万１,０００円を計上しております。 
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 以上、平成２７年度豊郷町一般会計予算及び各特別会計予算についてご説明

を申し上げました。主な事業内容につきましては、議員の皆さん方に配付しま

した、平成２７年度予算書及び主要施策の概要をご参照願いたいと存じます。

なお、本予算の執行に当たっては議員の皆さん方の格別のお力添えをお願い申

し上げます。 

 以上、本日提案しました各議案の提案説明とさせていただきます。ご審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

佐々木議長  ご苦労さんでございました。 

 それでは、審議、質疑、討論、採決、委員会付託につきましては、明日、行

いますので、町長の提案理由の説明はこれで終わりたいと思います。 

 続きまして、日程３６でございまして、発委第１号豊郷町議会委員会条例の

一部を改正する条例案を議題といたします。 

 議会運営委員長、提案理由の説明を求めます。 

西山議会 

運営委員長  議長。 

佐々木議長  議会運営委員長。 

西山議会 

運営委員長  提案理由。教育委員長と教育長とを一本化にした新たな責任者、新教育長を

置くことなどを内容とする地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律とあわせ、地方自治法第１２１条長及び委員長等の出席義務が改

正されましたことから、本条例第１９条中、教育委員会の委員長を教育委員会

の教育長に改めるものです。なお、施行日は平成２７年４月１日からです。 

 以上です。 

佐々木議長  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 １０分間、休憩をいたしたいと思います。１０時３０分から再開いたしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

（午前１０時２０分 休憩） 

 

（午前１０時３０分 再開） 

佐々木議長  再開いたします。 

 日程第３７、一般質問を行います。 

河合議員  議長、ちょっと確認。 

佐々木議長  どうぞ。 

河合議員  お手元の発言通知書に、西澤清正議員の資料がわしにはないのかあるのかわ
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からん。発言通知書。 

佐々木議長  発言通知書。 

河合議員  発言通知書に、西澤清正議員のわしの発言通知書、配付漏れか知らんけども、

受付印がないのやけど。受付印がないけども、これはわしに対して、わしに対

して書類の配付漏れがないのか、あるのかどうか。 

佐々木議長  ちょっと待ってくださいね。差しかえの後の処理ができていないようですの

で。 

河合議員  そんな議場で、そんな言いわけ通らへんで。これだったら、このままで通す

んかと言いたい、わしは。原本はどこにあんねん、原本。これが原本ちゃうや

ろ、配ってあるのは。議会運営委員会では、どれで通したんや。原本を見せな

さい、原本を。 

佐々木議長  事務局の方から、今聞きますと、２月１３日に１５時３０分に受け付けして

いますので、その後に修正があったようです。 

河合議員  後で修正があったと。後とは、何月何日何時何分ですか。受付期間すんだん

ちゃうんか。明確にすること。原本はここにつけること。議長、よろしいか。

議長、あなたは他人事みたいに、修正があった場合にはあなたの責任ですよ。

あなたは確認せないかん、書類を。責任や、あんたの一番の。長たる者が局長

に聞いてどういうことや、これ。 

佐々木議長  申しわけないですけども。 

河合議員  申しわけないでは済まされへん。 

佐々木議長  修正のあれについては、ちょっと連絡不足だったので。 

河合議員  ちょっと待ってください。あんたね、修正どうのこうので、修正のために議

運を開いたんか、どうやな、勝手にできるんか、そんなこと。問題やで、これ

は。暫時休憩求む。議会運営委員会、開いてください。開いてください。そん

なことだったら、そんなもんであんた、議場で長に座って淡々ともの言うとい

うのはばかなことあるかい、そんなことが。 

佐々木議長  暫時休憩いたします。 

３５分から休憩をいたして、休憩の間、議運を開きますので、議運の皆さん、

議員会室へお願いします。 

（午前１０時３５分 休憩） 

 

（午前１０時４８分 再開） 

佐々木議長  再開いたします。ただいま議会運営委員会で協議をいたしました。確かに文

書は同じやったんですが、削除する部分があったということでございますので、
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受付印等が抜けておって申しわけなかったんですが、その点をお詫び申し上げ

たいと思います。 

 先の議運でかかっておった一般質問の文書で質問をしていただくということ

になりましたので、そちらの方を配付いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

河合議員  異議あり。ちょっとその発言はおかしいんちゃいますか。これからは、全議

員はその趣旨に反しても、もとのさやにおさめるということやね。なぜ、我々

の手元にこの配付文書が出されたのか。それと、局長。何時何分に差しかえが

あったのか。１６日までにあったんか、ちょっと聞いてください。何日後です

か。これが出された。正直言うてください、正直。 

事務局長  この修正が出されたのが、１８日の午後。 

河合議員  議長。 

佐々木議長  どうぞ。 

河合議員  西澤議員に悪いけども、提出は締め切り後ですわ。締め切りいつですか、締

め切り、何月何日の何時ですか。答えてください。議事録に残してください。 

事務局長  締め切りは、２月１６日午後３時です。 

河合議員  今、明確な月日と時間を示されましたね。されましたね。差しかえの日は、１８

日の何時何分ですか。 

事務局長  済みません。ちょっと時間は、午後から出されまして、１９日の朝、全員協

議会が開かれる前、８時４０分だと思いますが、そのときに議長の承諾を得て、

変更したということです。 

河合議員  今先ほど来２人の会話を聞いていると、何か知らな過ぎる会話しとった。い

つやらとかあったんかとか。そういうような会話がわしの耳にあったんやけど、

さっき、だからわし、ここから、席から、長たる人がメモとらんと知らんのか

と聞いたわけや。 

佐々木議長  今の件につきましては、私の１つ、失策ということでございますので、これ

でご了承願いたいと思います。 

河合議員  ご了承できない。こんなもんがまかり通るか、あんた。 

佐々木議長  それでは……。 

河合議員  それではないがな。まだ終わってへんねや、わしは。 

佐々木議長  いや、異議を申し上げているんですか。 

河合議員  そうです。 

佐々木議長  そしたら、ご異議があるんですから、ひとつこれについて起立によって採決

をいたしたいと思います。今の……。 
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今村議員  採決をするような問題じゃないと思う。もう一遍、暫時休憩して全員協議会

でもやったらどうですか。一応、みんなの意見について。 

佐々木議長  そしたら、今、提案がありましたように、全協を開けということですが、暫

時休憩をして、全協を開きましょうか。 

議  員  はい。 

佐々木議長  それでは、暫時休憩いたします。それでは、控室の方へすぐにお集まりいた

だいて協議をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。時間に

ついては、１１時１０分に再開いたします。 

（午前１０時５１分 休憩） 

 

（午前１１時０８分 再開） 

佐々木議長  それでは、ちょっと時間が早いですけども、再開いたしたいと思います。た

だいまの件について、非常に皆様にご迷惑をおかけいたしました。訂正してお

詫び申し上げます。 

 それでは、日程第３７、一般質問を行います。 

 それまでに、今ほど配付いたしました一般質問の西澤清正議員の部分につい

ては、元の議運にかかった質問書にかわりますのでよろしくお願い申し上げま

す。 

 執行部に要望いたします。答弁は、率直にして明確にお願いいたします。ま

た、質問者は会議規則第５４条、第６１条を尊重し、円滑なる議会の運営にご

協力のほど、お願いいたします。 

 なお、特に申し上げておきたいことは、発言通知書に記載された内容以外の

許可をしていない発言をされますと、地方自治法第１２９条を適用しなければ

ならないことになりますので、十分注意して質問を行うよう、よろしくお願い

いたします。また、質問する時間は１人３０分ですので、議員の皆さんはご協

力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、西山勝君の質問を許します。 

西山議員  ２番。 

佐々木議長  西山勝君。 

西山議員  一般行政方針を行うべき。町長。３月議会に新年度予算案が上程され、これ

から審議をされますが、それに伴い町長より新年度における一般行政方針の表

明を他の議会では毎年されています。３月議会は新年度の町政の執行について

の方針を議会や住民に向けて表明する場であります。なぜ町長は一般行政の方

針を表明されないのか答弁願います。 



1 － 26 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  ２番、西山議員さんの一般行政方針を行うべきという一般質問にお答えいた

します。 

 新年度の行政方針として具現化したものが当初予算であります。そのため、

議会開会の冒頭の挨拶におきまして予算概要とともにご説明を毎回させていた

だいております。 

 また、町民の皆さんにおきましては、毎年５月１日発行の広報とよさと特別

号にて予算の概要等につきまして掲載させていただいておりますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

佐々木議長  西山議員、再質問ありますか。 

西山議員  結構です。 

佐々木議長  それでは、２つ目の質問を許可いたします。 

西山議員  建築工事審査会の審議を問う。町長。平成２６年１２月議会において、本町

庁舎増改築事業の設計業者、（株）環境空間設計が設計業務を怠り、業者処分の

入札停止処分をされた件について、停止解除された業者であっても随意契約か

指名競争入札をされるかとの質問に次のように答弁されました。「現在の実施

設計を入札するかしないかは、今後の検討となり、本来であれば、再度設計か

らやり直しとなるのではないかと考えております。また、建築工事審査会で十

分審議等を行って業者を選定してまいりたい」との答弁でありました。建築工

事審査会は、いつ開催されたのか、審査会の構成について答弁願います。 

総務企画課長  議長。 

佐々木議長  総務企画課長。 

総務企画課長  西山議員の建築工事審査会の審議を問うというご質問にお答えをさせていた

だきます。 

 １２月議会定例会以後につきましては、建設工事契約審査会を２７年１月７

日に開催をいたしましたが、庁舎増改築事業の案件ではございませんので、庁

舎関係での審議、また審査については行っておりません。また、建設工事契約

審査会につきましては、豊郷町建設工事契約審査会規程の第４条に基づきまし

て、現在、委員につきましては副町長並びに各関係課長によります１４名で構

成しているところでございます。 

佐々木議長  西山勝君、再質問ありますか。 

西山議員  はい。 

佐々木議長  どうぞ。 
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西山議員  １２月議会で総務企画課長は、本来であれば、再度、設計からやり直しとな

るのではないかと考えていると答弁されましたが、これは担当課長として答弁

されたのではなく、町長として答弁されたものと認識しております。町長の意

に従わない課長の答弁であっても、町長が答弁したのと同じことで、私をはじ

め、議員は町長の答弁として受け取っています。このことは、副町長、全ての

課長にも言えることであります。答弁される課長は、町長として答弁している、

そのことを認識して答弁を願います。 

 そこで、再質問いたします。４点、質問させてもらいます。 

 １点目。豊郷町の建築工事審査会における評価の方法、基本的な考え方。 

 ２点目。建築工事にかかわる総合評価・実施要綱はどのようになっているの

か。 

 ３点目。施工者の能力、社会的役割なども加味した評価なのか。 

 ４点目。既存庁舎建物を活用した大規模な改修工事を含むなど、技術的難易

度の高い工事であることから、安定した経営基盤とすぐれた技術力を持つ管理

業務業者の選定が求められるが。 

 以上の４点について、答弁を求めます。 

総務企画課長  議長。 

佐々木議長  村田総務企画課長。 

総務企画課長  西山議員の再質問にお答えをいたします。 

 まず、１つ目の業者の評価の仕方、それと、総合評価の件でございますが、

これにつきましては、入札参加の指名願いを出していただいておりますが、そ

の書類の中に滋賀県におきます経営審査がされて、その結果を申請いただくと

いうことになっておりますので、その中に評価並びに総合評価点数というのは

出ておりますので、その評価点を使わせていただいております。 

 それと、３つ目の施工業者の能力でございますが、それにつきましては、当

然、難易度、またその業者それぞれの経験、専門性というものがあろうかと思

いますが、これにつきましては当然、その業者のこれまでの工事の実績等、そ

ういったものを見ました中で勘案して審査をさせていただいております。 

 それと４点目の安定、また管理業務についてしっかりした業者ということで

ございます。当然、審査する段階でそういうことも審議の中に含めて審議を行

って指名といいますか、選定業者を選定しているというものでございますので、

その点よろしくお願いいたします。 

副 町 長  議長。 

佐々木議長  村西副町長。 
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副 町 長  ２点目の工事等の実施要綱ということでございますが、これにつきましては、

当然ながら本町におきます建設工事の執行規則、それに基づき執行を行ってい

るところでございますので、よろしくお願いいたします。 

佐々木議長  ３回目、再々質問ございますか。 

西山議員  以上です。次にいきます。 

佐々木議長  それでは、次の質問、許可します。 

西山議員  法に基づく公表を。教育委員長。地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２７条、教育行政事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等には、「教育委

員会は、毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評

価を行い、その結果に関する報告を作成し、これを議会に提出するとともに公

表しなければならない」と義務づけられています。 

 他市町では、公表していると聞いているが、本町では今までこの法律に基づ

いて公表されたことはないと思いますが、なぜ公表していなかったのか、公表

する必要はなかったのか、答弁を願います。 

教 育 長  議長。 

佐々木議長  横井教育長。 

教 育 長  西山勝議員の法に基づく公表をについての質問にお答えします。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条に、先ほどおっしゃられ

ましたように、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等につ

いての公表につきましては、今まで教育委員会では公表してきませんでした。

郡内の状況も同様だと聞いています。 

 また、同法２項には、「教育委員会は全校の点検及び評価を行うに当たって

は、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする」とありま

す。本町は、人口７,５００ほどの小さな町です。小さな町ゆえに、昨年６月、

議会の議員さんの学校視察もあり、議員さんが教育のことをよくご理解いただ

いているので公表してこなかったのではないかなと、このように考えています。 

 しかし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を学ぶ中で私自身、昨年

度は教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等について、学校

教育に関するところのみを作成しました。今年度は、教育に関し、学識を有す

る者の知見の活用とありますので、各小学校、幼稚園、中学校長、園長を含め、７

名によって教育方針をもとに重点事項をまとめて点検評価を行っています。今

後、順次まとめて整理していきたいと、このように考えています。 

 以上です。 

佐々木議長  西山議員、再質問ありますか。 
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西山議員  次にいきます。 

佐々木議長  それでは、３番目の一般質問を許します。 

西山議員  教育方針の公表を。教育委員長。教育行政の方針についてお聞きします。３

月議会は、新年度の事業、施策、方針などを審議する場であり、極めて重要な

場と思います。行政も当然のことでありますが、教育委員会行政も同様だと思

います。今後の教育に対する方針を公表しないのは、教育がどちらを向いてい

るのか、何を目指しているのかわからない。議会、住民の理解を得るためにも

実施すべきではないか、答弁願います。 

教 育 長  議長。 

佐々木議長  横井教育長。 

教 育 長  西山勝議員の教育方針の公表についてのご質問にお答えします。 

 教育行政方針は、毎年、年度当初４月の定例教育委員会で承認をいただき、

そして、町長にも渡しております。もちろん、４月の校園長会にも配付し、本

町の教育方針について徹底、周知をしているところです。また、町民さんへの

公表につきましては、町広報に２ページにわたり、昨年ですと、平成２６年度

教育行政方針、「ふるさとに誇りをもち、心豊かでたくましい人づくり、笑顔

あふれ文化漂う豊郷を目指します」と題して、５月に各家庭に配付していただ

きました。子どもを育てることは、学校だけではできません。子供を取り巻く

学校、家庭、地域社会、さらには企業も含めて力を合わせて、豊郷の子、さら

には豊郷の人づくりをするためにも、町民さんへ公表して理解を得ることが大

切だと考えています。今後も、教育方針については公表していきます。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

西山議員  結構です。 

佐々木議長  それでは、西澤博一君の一般質問を許します。 

西澤博一議員  ３番、西澤。 

佐々木議長  西澤君。 

西澤博一議員  それでは、執行部にお願いいたします。まず、町長に。 

 来客専用の駐車場の確保について、ご質問をいたします。昨年の定例会で質

問しましたが、駐車場が完成し、供用開始をされています。駐車場を見て回り

ましたが、来客専用の駐車場が確保されていません。現状を見ますと、空きス

ペースもなく、職員の専用駐車場となっていますが、前回の答弁で検討すると

のことであったが、その後どうなったのか答弁を願います。 

総務企画課長  議長。 

佐々木議長  村田総務企画課長。 
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総務企画課長  西澤議員のご質問にお答えをいたします。 

 現在、駐車場でございますが、北側に拡張いたしましたのが２５台分の駐車

スペースを拡張して、現在、使用しております。拡張後の駐車場の状況を申し

上げますと、スペースとしましては、庁舎の西側、これは玄関側ですが２０台

分、それと、庁舎北側に７２台分、それと北側に拡張いたしました２５台分を

合わせまして、１１７台の駐車スペースでございます。また、この駐車場の常

時使用といたしましては、まず、公用車が１９台、また職員が７５台というこ

とで、計９４台が常時必要かなと考えております。 

 それで、来客用といたしましては、計算上では２３台ということになります

が、そのスペースにつきましては、来客用といたしましては、庁舎西側の駐車

場をご利用いただくということで考えているところでございます。 

 それと、検討しますという前回の内容でございますが、当然、職員に対しま

しては健康上、徒歩等といういろんなことも考えますという検討を申し上げま

した。そのときには、必ずしも強制できるものではございませんので、それに

つきましては引き続き考えていきたいと思っております。 

 それと、駐車場の使用料につきましても、これまでお話を聞いておりまして、

それにつきましては、本年４月からの実施に向けて現在、規則等の整備を進め

ているところでございます。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  西澤議員。 

西澤博一議員  それでは、再質問をさせていただきます。前回の村田課長の答弁の中で、公

用車を主とする予定であるということを聞いております。その中で、来客の表

示をせずに駐車スペースを確保したいという考えであったと答弁がされている

と思います。いろんな形できめ細かく台数から職員の台数も言っていただきま

した。 

 いつも役場へ寄せてもらうときにも、駐車場はあるんですけれども、まわっ

てみてあいているところがあるというのが現状であるのではないかと思うんで

す。そうとするならば、来客の駐車場をどこか１つのスペースを、２０台か２５

台、答弁によりますと２３台ですか、それを確保したいということであるなら

ば、どこかやはり１つの区画の中を２３台という来客用の駐車スペースをまと

めて置くべきではないかと思うんです。やはり、見ているととびとびになって

いるとやはり来客用に対して、それを見た場合、そういうふうにとれない場合

もあるのではないかと。やはり、どこの会社にしても、職場にしても、やはり
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それなりのスペースをとっておられるので、まちまちになっている部分はやは

り１つにまとめて、２３台やったら２３台、２０台やったら２０台という形で、

来客と明記をするべきではないかと思います。その点について、質疑をお願い

したいと思います。 

 もう１点ですけども、そこの公用車ですけども、工事されて、公用車があそ

こへとめられているのはよく見かけるのでよくわかります。しかしながら、こ

れは私の憶測ですけども、職員の方もそこへ駐車しているのではないのかとみ

られる部分があるんですけども、その点についてはどうなのかお答え願いたい

と思います。 

総務企画課長  議長。 

佐々木議長  村田総務企画課長。 

総務企画課長  西澤議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

 先ほど、２３台分の来客用の駐車場という説明をいたしましたが、そのスペ

ースにつきましては、玄関側、中山道側の全部のスペースを来客用と考えてお

りますので、来客用と表示せずも、現在使っていただいていますので、それで

十分ではないかなと考えております。 

 それで、現状を申しますと、戸籍なりのそういった手続の３０分以内のお客

様については、ある一定、駐車場が利用いただけると思いますが、長期滞在と

いいますか、１時間または２時間、庁舎にご用のございます方については、今

後、駐車場をどう確保するかが問題かなとは考えております。 

 それともう１点、現在、拡張しました２５台分の駐車場につきましては、一

応、公用車と考えておりますが、ただ、使用しまして日も空いていることもご

ざいます。そういったところについても、住民の方や、また職員をそこへ置く

ようにと考えておりまして、なるべく駐車場を有効に使えるように考えたいな

と思っております。 

佐々木議長  再々質問ありますか。 

西澤博一議員  議長。 

佐々木議長  西澤君。 

西澤博一議員  今の答弁ですが、２３台であるならば、やはり駐車場をあれだけ拡張されと

るんやったら、繰り返しやないですけども、こっちで２３台あんねやったら、

ここで１５台でも、やはり１つの区画というのは必要やと私は思うんです。こ

の間もあそこへ出入りした方がちょっとおられたので「歩いて来てるのか」と

聞いたら、「いや、車がとめるとこないさかいに、ちょっとそこの病院のとこ

とめて行くんや」というようなことも言うておられた方もおられます。日によ
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っては来客の多い、少ないはあると思うんだけども、やはり町の中で審議会と

かいろんな会議とかがあるときには、やはり町から任命された方が車で来られ

るんですから、そういう部分については、例え１５台、２０台のスペースを確

保するのが、町としての町民さんの役員さんに対しても、町民に対しても責務

ではないかと私は考えております。そういうようなことももう一度、検討して

いただきたいと。 

 もう１点についてですけども、私が前回、質問したことに対して、総務企画

課長が何点か答えていただきました。しかし、質問してそういうような受け答

えをしたんならば、何月何日に何をやったかということぐらいは、質問者に対

して、こういうことをやったさかいに、まだ結果は得られていないけども、こ

ういう形になりましたいうぐらいは答弁者にもやはり資料として提出されるべ

きではないかと私は思うんですけど、その点についてはどうですか。 

総務企画課長  議長。 

佐々木議長  村田総務企画課長。 

総務企画課長  西澤議員の再々質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、西側の来客用以外の駐車スペースでございますが、当然、北側の駐車

スペースもございます。現状を考えますと、計算上、１０台ぐらいはスペース

的には確保できるかなと思っておりますが、ただ、その表示しないといいます

のは、例えば、表示しますと、職員が置けないとか、また違う人が置けないと

いう問題もございます。あと使用料の問題もありますので、そういったことで

難しいのかなということが考えられます。 

 それと、今の現状でいいますと、会議また何十名の来客がある場合について

は、当然、現状のスペースでは今後も無理ではないかなと考えておりますので、

それはまた今後の課題として、庁舎の改修等についてそういったものが少しで

も改善できればなと考えております。 

 それと、報告といいますか、内容でございますが、あくまで内部で調整する

会議等もございます。決定してからの公表であればできるかもわかりませんが、

確定していないものについては、なかなか先の公表というのは現状、難しいか

なと考えております。当然、決まったことについては、議会等に報告はさせて

いただきたいと思っております。 

佐々木議長  次の質問、許可します。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  西澤君。 

西澤博一議員  町長にお尋ねいたします。町道路等工事受益負担規程を問う。 
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 この規程は、平成１２年に改正され、１５年間が経過している。その間、各

字において財政、経済、道路、人口状況などが大きく変化をしております。し

かし、この規程が今の状況に合っているか考えなければならないと思います。

そこで、規程の第３条の（２）の別表４について、現状を鑑みて改正する必要

があるのではないのかと思います。それについて、答弁をお願いします。 

佐々木議長  ２、３と飛んでいるんですけども、よろしいですか。今の間違いですね。 

西澤博一議員  道路の方からお願いできますか。 

佐々木議長  今のを先にやって、それから、２、３に戻るんですね。わかりました。そう

いうことで、済みません。 

地域整備課長  議長。 

佐々木議長  夏原地域整備課長。 

地域整備課長  それでは、西澤博一議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 この規程につきましては、平成３年に告示されまして、平成１２年に一部改

正が行われております。改正から１４年が経過しており、ご質問の内容にもご

ざいます、経年の各字の諸状況につきましては、刻々と変化をしております。

特に、人口においてはめまぐるしく変化をしている字もあり、あわせて経済状

況も余りよくないものではないと伺えます。また、若い世代の町外への転出や

高齢化が進む字では、あらゆる負担金が重くのしかかってきているのも事実で

ございます。字の運営経費等の減少につながってきていると思われます。 

 ご質問のとおり、検討時期に入ってきていると思われますし、時代に合った

見直しをすることは必要であると考えております。民間開発等によって住宅建

設や、また高齢化がある程度落ち着いた時期を見計らいながら、改正を行いた

いと考えておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

佐々木議長  再質問ございますか。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  どうぞ。 

西澤博一議員  済みません、間違えまして。今回、こういう質問を出させていただいたのは、

各字にやはり里道が存在しているのはどこの字にもあると思うんです。その中

で、里道でありながら町道の役目をしている部分の道もあると思うんです。し

かし、今の各字において財政的な面、また協議費等を高いから減額してくれと

いう字もありました。しかし、そういう中でこの道を舗装とかいろんな工事を

やりたいけども、今のその規程の中に、各字に負担があります。２０％か

ら３５％、そうするとやはり各字におかれてもいろんなことで財政出費をされ
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ておられるので、やっぱりその部分だけにかかわってということはできないの

で、やっぱり字も計画的にそこの道を直すというならば、５年計画でやるとか

いう、その積立て等があると思うんです。そういうことを鑑みたときに、やは

り行政として負担金、２０％から３５％あるんですけども、それの減免はやは

り必要ではないかと。これからの高齢化また少子化等で人口減がある中で、そ

ういうようなことに減免していただければ、また区の方に対してもそういう事

業もやりやすくなるのかと思って、今回このような質問をさせていただきまし

た。今の、改正するように前向きに考えているという答弁でしたけども、実際、

数値としてはどれぐらいのことを考えられているのか答弁願います。 

地域整備課長  議長。 

佐々木議長  夏原地域整備課長。 

地域整備課長  それでは、西澤議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

 最後の数値的なものについては、まだ今のところ考えてはおりません。ただ、

減免というお話も出ましたけれども、例えば、字と字を結んだり、町と町を結

んだりするところの里道と言われる部分については、やはり通学路とかそうい

うようなものについては減免の対象としていってはよいかなという考え方は持

っております。 

 あと、本当に全然使われない部分については、もうそれは字としてやってい

ただきたい。あと、公共性がほんまに強いというところについては、今パーセ

ントは申し上げられませんけれども、やはりそれは検討の課題として考えてい

きたい思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

佐々木議長  再々質問ありますか。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  どうぞ、西澤君。 

西澤博一議員  今、課長がお答えになりましたように、改正のご理解をいただきたいという

ことでしたけども、そうすると、実施としては今年度、２７年度に協議して２８

年度にはそういうような考えを持っておられるのか、それとも何年後にそうい

うことをするとか、そういうような目安というのはどのようなぐあいに考えて

おられるのかお聞きしたいと思います。 

地域整備課長  議長。 

佐々木議長  夏原地域整備課長。 

地域整備課長  それでは、再々質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 来年度とかいうふうな形では、今もまだ検討しておりませんし、話し合いは

しておりませんので、これは財政的な問題もございますし、急に１０％、２０％
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下げるという話にはちょっとならないかなと思いますし、年度も含めまして、

財政当局とも打ち合わせしながら考えていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたしたいと思います。 

佐々木議長  次の質問を許可します。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  ２番からですね。地域資源。 

西澤博一議員  地域資源の利活用はということで、本町には、旧豊郷小学校、又十屋敷、観

音盆、各字の神社、また酒蔵等の地域資源が存在しています。利活用をするこ

とによって、町が活気づくのではないかと思うが、町はどのような考えを持っ

ているのか答弁を求めます。 

産業振興課長  議長。 

佐々木議長  土田産業振興課長。 

産業振興課長  西澤議員の一般質問にお答えします。 

 地域資源の利活用はとのご質問にお答えいたします。本町には、議員さんが

例に上げていただきましたほかにも、たくさんのすばらしい資源が存在してお

ります。これを少しでも利活用させていただきまして、町をＰＲし、活気づか

せるために、商工会、観光協会、そして特産物振興協議会、江州音頭保存会に

対しまして補助金を交付しながら連携、協力して、町をＰＲしていきたいと思

っております。 

 以上です。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  西澤議員。 

西澤博一議員  それでは、土田課長に再質問させていただきます。 

 今うちの豊郷小学校、又十屋敷にしても、観光協会と、また商工会で活発に

やっておられるのは承知をしております。その上で、お聞きしたいと思うんで

すけども、今これで何年かずっと続いているんですけども、やはりマンネリ化

ということになってきた場合に、やはりどうしてもまたかというようなことに

なってくると、そういうような行事に対して町としてやっぱりブラッシュアッ

プをして、今やっておられることに対して、その上にまたブラッシュアップを

して魅力ある地域づくりという、そういうようなものを考えておられるのかお

聞きしたいと思います。 

 もう１点ですけども、１２月議会のときの委員会で質疑を行ったと思うんで

すけれども、旧豊小の中にある物品とか書物等の点検、整理はどのようになっ
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たかという、そういう質疑が出ました。そのことにおいて、今の小学校の中

に１６ミリのフィルムが出てきたと、それ以外にも豊小の中にはそれなりの価

値のあるものが、物品等があると思うんですけども、それはどのように今、整

理されて、今後どのように活用されるのかお聞きをしたいと思います。 

 次の観音盆のこれについてですけども、昨年、有志の方が立ち上げられて、

今、活発にやっておられます。今年もやるということを聞いております。それ

を１つの観音盆の歴史とか文化とかそういうものがやはり存在していると思う

ので、やっぱり町としてはどのような支援策を考えておられるのか答弁を願い

ます。 

産業振興課長  議長。 

佐々木議長  土田産業振興課長。 

産業振興課長  西澤議員の再質問にお答えします。 

 現在、町としましては、約２０回ぐらいの催し物を計画しております。今後

ともグレードアップということをお聞きしますが、協議を重ねながらできるだ

けしていきたいという思いをしております。 

 それと、２点目の豊小の中の物品とか資料、それがあったということですが、

今後また、うちの町の中で再審査というか再考というか、現場を見まして、で

きたらまた教育委員会とかと協議しまして、発掘をしていきたいというように

思っております。 

 それと、３番目の観音盆でございますが、今年協力しました。来年度も町と

しましては協力していきたいと思っております。 

 以上です。 

佐々木議長  再々質問ありますか。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  西澤議員。 

西澤博一議員  繰り返しですけども、土田課長にお尋ねしますけど、旧の豊郷小の物品等は

やっていないということですか、今。ということは、１２月からその質疑が出

たけれども一向に手はつけていないということですか。１２月の議会の委員会

の中で、私以外のほかの議員さんが質疑されたと思うんですけど、町の中でも

し手が少なくてできなければ、またいろんな方法があると思うんですけども、

一向にさわれてないということ。これから、それがいつ対応されるの。もし、

あるとしたら。なければいいんですよ。しかし、何かいろんなものがあるとい

うことは、私も聞いていますので、整理整頓しながらそれをまた地域の活性化

に使えるものがあれば、やはり展示をするとかいろいろな方法があるんですけ
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ど、その整理等はいつやられるんですか。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  ３番、西澤議員さんの再々質問にお答えいたします。 

 これは、旧豊小の資料につきましては、学芸員さんにしっかり調べてもらっ

て整理をさせていただいて、現在の旧豊郷小学校の方に保管されております。

ちゃんと整理はされております。よろしくお願いします。 

佐々木議長  ３番目の質問を許可します。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  西澤議員。 

西澤博一議員  地方創生の取り組みについてですけども、安倍政権が最重要課題に掲げる地

方創生の基本理念を定めた「まち・ひと・しごと創生法案」と活性化に取り組

む自治体を国が一体的に支援する地域再生法改正案が可決されました。国は、

今後５年間、総合戦略を策定することを規定し、都道府県や市、町、村が総合

戦略の政策目標、施策を策定する努力義務を明記しました。 

 そこで、町長にお尋ねします。 

 １、総合戦略の設置について 

 ２、本町の地方創生の取り組みについての基本的な考えの答弁を願います。 

総務企画課長  議長。 

佐々木議長  村田総務企画課長。 

総務企画課長  西澤議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、地方創生でございますが、これにつきましては、昨年１１月に「まち・

ひと・しごと創生法」の成立がされております。その後、昨年１２月２７日に、

この総合戦略ということが閣議決定をされたところでございます。その戦略に

つきましては、本年に入りまして、国、県を通じまして説明があったものでご

ざいます。 

 ご質問にございます総合戦略の設置でございますが、創生総合戦略の策定に

向けた調査なり研究を今後行うことが必要となりますことから、まずは、役場

庁舎内に仮称ではありますが、豊郷町まち・ひと・しごと創生推進会議を設置

いたしたいと考えているところでございます。 

 また、今後の取り組みの基本的な考え方でございますが、今言いました設置

します、仮称の創生推進会議におきまして、２７年度から３１年度まで５年間

におきます長期のビジョンの策定が必要となりますことから、この推進会議に

おきまして、平成２７年度末を目標に、まち・ひと・しごと創生法第１０条に
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定められます総合戦略の策定に努めてまいりたいと考えております。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  西澤君。 

西澤博一議員  それでは、何点かお尋ねしたいと思います。総合戦略に当たっては、今年の８

月、１０月ぐらいにはそこそこのめどを立てなければならないかなと思います。

その中で、総合戦略の検討委員会というのか、推進委員というのか、その点に

ついてどのような方法で、どのような形で公募をされるのか。従来どおりの各

種団体で選ぶのか、また、行政の中で審議会を立てて行われるのか、まずその１

点をお聞きしたいと思います。 

 そして今、課長からありましたように、県、国からの説明があったというこ

とであります。しかし、県は県、国は国です。豊郷町は豊郷町の、やはり地方

の、豊郷町の地方再生というものを築かなければならないと思います。その中

において、やはり総合戦略の中でもんでいかなければならないと思うので、や

はり、うちはうちの地方創生を、数値目標を１つか２つ上げてでもやらなけれ

ばならないと思うので、その点についてはどうかということでございます。 

 それで、共通する点があると思うんです。滋賀県でも６つの町があります。

共通する点は、やはり提携を結びながらお互いに進め合ってもろうてよろしい

けど、各町によっていろんな事情等もあるので、その点についてはどのような

考えを持っておられるのかお聞きしたいと思います。 

総務企画課長  議長。 

佐々木議長  村田総務企画課長。 

総務企画課長  西澤議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、総合戦略につきましては、２７年度中に作成と、地方版の総合戦略

は２７年度を目標にということは国、県の方から指導を受けております。今、

西澤議員が言われましたのが、８月、９月というお話でございますけども、こ

れにつきましては、地方戦略と関係しまして、その中に地域住民生活等緊急支

援のための交付金、これが創設されました。これにつきましては、国ですけど

も、２６年度の補正、国では補正になっておりますので、都道府県、町におい

ても２６年度の補正予算化をするものでございます。それにつきましては、当

然、２６年度に実施ができませんので、全額２７年度に繰り越しを行うと、こ

れは説明等でそういうことを聞いております。その事業につきましては、一応９

月ぐらいをめどに完了するような方向で調整をお願いしたいということだと思

っております。 
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 それと、総合戦略につきましては、２つの策定を考えなければなりません。

まずは、人口ビジョンといいますか、今後のビジョンの策定を行うということ

で、今言われていますのは、２０４０年、２０５０年には減少傾向になる。こ

れは国の数値でございますが、それに向けて各町がどうなるのかということで、

まずはこれまでの人口推計を分析する必要がございますので、それをつくった

後に、地方版の総合戦略の策定ということになりますので、当然、１年ぐらい

は日数的に要するのかなと考えております。 

 それと、会議につきましては、先ほど説明しましたように、庁舎内にまずは

推進会議を設置したいと。その中でいろんな分析なり、研究をした中で、今後、

本町が総合戦略でどういうような内容に取り組むべきか、まずその辺を事務的

には集約をしていきたいなと思っております。そして、最終的には、この総合

戦略には最終的には住民さんなり、関係機関を入れた中で総合評価をしなさい

ということもございます。それにつきましては、まず推進会議で諮った後、あ

る程度の計画の骨子ができました段階で名称は今どうするか考えておりません

が、当然、関係者の皆さん等に入っていただいた中で総合戦略の策定に取り組

んでいきたいと考えております。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  西澤君。 

西澤博一議員  今、私が質問した中での回答の中で、まず庁舎の中で事務的な骨格を、骨子

をこしらえるということがまず１点ですね。その中で、総合的な戦略を町民さ

んとか各種団体等から意見を求めると。そうすると、年齢の幅があると思うん

です。やはり、お年寄りから高校生ぐらいまではその中に戦略的な人員、メン

バーを入れなければならないのかなと私自身は思います。 

 それと、もう１点は、内部で事務的な骨子をするということですので、各課

の今までやっておられた各課の過去の施策とか効果を聞き取りながら実施を行

い、また農業・福祉・観光などの各分野で総合戦略の施策の具体化を検討して

骨子をつくられるのか、それについてお聞きしたいのと、やっぱりそういうこ

とによって豊郷町の職員の資質が問われる企画立案がある思うんです。やはり、

そういうことを立ち上げることに豊郷町の職員はよく勉強してよくやっとんな

というのも１つの評価と、もうちょっとこういうことを考えなければあんの違

うのかというふうに日本国ややはり滋賀県の中でもそういうことが評価をされ

る１つの場になるのではと思います。やっぱりそういうことも考えながら、各

課におかれましても、今までやられた施策等について地方創生の中で、これは
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効果はなかったけども、これはいいという部分もいろいろ検討していきながら、

ぜひ検討していただき、戦略会議を事務的なことは今後骨子をつくっていただ

きたいと思います。 

 そんなことで、今の戦略的な庁舎で事務的なことをやる。あと募集、総合的

な地域の方の年代層というのか、そういうのはどういうことを考えているのか。 

副 町 長  議長。 

佐々木議長  村西副町長。 

副 町 長  再々質問にお答え申し上げたいと思います。 

 いわゆる取り組みの組織的なことにつきましては、先ほど課長が申し上げま

したように、まず庁舎内の創生推進会議を立ち上げた中で、当然、職員として

汗と知恵を絞っていくということが大事かと思います。そういった中で、この

総合戦略につきましては、大きく４つの基本目標がございます。１つには、雇

用の問題、創生という部分がございますし、また、人の流れを都市でなしに、

地方に進めていくというのが２つ目に上がっております。それから、３つ目に

ついては、いわゆる子育て等のそういった関係で、若い世代の夢をかなえてい

くというような部分がございます。そして、４つ目には地域の活性という部分

がございます。そういった基本テーマに合わせた中で職員の創成会議で絞りま

した中で、町民の皆さん方、民間の皆さん方、どういった方を推進会議の委員

にしていくかということは、その中で十分練っていきたいと思うわけでござい

ます。 

 以上でございます。 

佐々木議長  次の質問を許可します。 

西澤博一議員  議長。 

佐々木議長  西澤君。 

西澤博一議員  教育委員長にお尋ねします。２分の１成人式の実施をということで。 

 １０歳の節目に行う２分の１成人式、これをきっかけに子供の未来を考え、

親子の関係を見直すことで、新たな門出をしようと２分の１成人式に込められ

た思い、両親に夢、また、ありがとうを伝えるためにつくられました。そこで、

本町も学校で行事や事業の一環として２分の１成人式を実施してはどうかと思

いますが、答弁をお願いします。 

社会教育課長  議長。 

佐々木議長  野村社会教育課長。 

社会教育課長  西澤博一議員の２分の１成人式の実施についてのご質問について、私の方か

らお答えさせていただきます。 
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 議員からご提案の２分の１成人式は、２５年前ほどに小学４年生の国語の教

科書に、自分の誕生からここまでの成長を振り返り、保護者に感謝しつつ、成

人するまでの１０年に向けて、意を新たにするといった趣旨で取り上げられた

のがきっかけと聞いております。本町の両小学校においても、年度によって実

施されたと聞いています。子供が家庭で保護者としっかり向き合って、自分が

生まれたときの様子や今までの出来事について振り返って、普段はなかなか言

えない感謝の気持ちを伝え合う、このことで家族のきずなが強まることは大切

なことであります。将来への夢や希望、目標を親子で共有しながら、相互に協

力、協同することは大変重要なことだと考えます。 

 しかしながら、子供たちが育ってきた家庭背景もさまざまあって、２分の１

成人式を行事として行うことは困難な面もあることもご理解していただきたい

と思います。これからも学校の授業の一環として子供たちの発達に応じて適切

に取り組んでいきたいと考えています。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  西澤君。 

西澤博一議員  今回、このような質問をさせていただいたのは、やはり、テレビ等で子供が

親を刺したとか、親が子供をどうかしたとかいうようなのがテレビ報道であり

ます。これは一部の方やと思いますけど、親子の関係の絆を今一度、見つめ直

し、学校の教科書では学べない１つの授業ではないかと私は思います。子供が

生まれて１０年という節目になったときに、やはり今まで育てていただいた感

謝とか、また親も大きくなって、生まれて１０年たって、小学校で３年か４年

かになって、やってきたなという、そういう熱い思いもあるわけです。そうい

うようなことを将来考えたときに、子供の気持ちを聞いたり、親の思いを伝え

たり、親子が意思を疎通する機会になると思います。それが１点です。 

 また、保護者・子供の個別の発表とか保護者のメッセージの手紙とかいうこ

とが書いております。また、将来の夢や両親への感謝の気持ちなども書いてい

るのを聞いたことがあります。そういうようなことを考えたときに、いま一度、

子供の教育を考えたときに、１つの教科書でものを教えることではなしに、や

はり子供の気持ち、親の気持ちが疎通するような授業の１つとして行えば、子

供の意識改革、親の意識改革、また、教師の気持ちも変わってくるんではない

かなと、そういうような考えを持って質問したわけです。それについてもう一

度、答弁を願います。 

教 育 長  議長。 
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佐々木議長  横井教育長。 

教 育 長  西澤議員の再質問にお答えしたいと思います。 

 今ほど、課長が話しましたように、子供たちの家庭の状況あるいは背景を考

えますと、本当に厳しいものがあるなと、このように思っています。虐待を受

けて育った子供、あるいは祖父母に育てられている子供、父母の存在が見えに

くいそういう子供などさまざまです。また、本町におきましても、ひとり親家

庭の割合が結構高く、２分の１成人式を一斉にすることは、甚だ私自身は疑問

を感じています。 

 学級の状況では、該当学年あるいはそれぞれの学級で、今ほど課長が言いま

したように実施していますけれど、２分の１成人式というものを持たずとも、

全教育課程のなかで命の誕生、生命の誕生、あるいは命の大切さ、感謝の心、

そういうふうな道徳価値の学習を進めています。２５年前に教科書に載ったと

いうような取り組みですけれど、全国の全ての学校がそのことを続けていると

いうことではないということからも、いろんな課題もあるんではないかなと思

います。 

 本町は人権尊重の町です。一人ひとりを大切にしていきたいと、このように

考えています。また、教育の不易と流行というような言葉があります。皆がし

ているからするということ、そういうようなことではなしに、子供たちの発達

に合わせた豊郷の教育を推進していきたい、このように考えていますので、ご

理解いただきたいと思います。 

佐々木議長  西澤議員、再々質問ありますか。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  西澤議員。 

西澤博一議員  それでは、ちょっとお聞きしたいですけど、これは一度、両小学校に聞いて

もらえますか。できる、できんは別として。全国で確か９００か１,０００か今

ちょっと数値は覚えていませんけど、そういうようなことをやっていると聞き

ました。また、今言われる母子家庭、父子家庭の方もいろいろ、今、教育長が

言われた問題点もあろうと思います。できる、できんは別として、学校に一遍、

聞いてください。甲良町は前やったこともあると聞いていますし、ほかのとこ

もやっているように聞いています。一遍それで、学校の方にどうやと、議会か

らこんな質問が出たんやけども、学校としてどういうように考えているかとい

うことを問いただしていただきたいと思います。答弁、お願いします。 

社会教育課長  議長。 

佐々木議長  野村社会教育課長。 
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社会教育課長  豊小の方では、今週の月曜日に総合学習の発表というようなことでされたと

聞いております。 

教 育 長  議長。 

佐々木議長  横井教育長。 

教 育 長  先ほども課長の方から話がありましたけれど、学校で子供たちの様子、実態

等、クラスの様子を見て実施をしているというようなことになっています。た

だ、教育内容につきまして、こういうふうにやりなさいというようなことは、

教育委員会ではなかなか言いにくいところがあります。そういうふうなものも

使って、総合的な学習あるいは道徳の学習あるいは学級活動の中で取り組んで

いくというようなことでご理解いただきたいと思っています。 

佐々木議長  次の質問を許可します。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  西澤君。 

西澤博一議員  教育委員長にお尋ねします。学校給食費の一部の補助。豊郷町独自の子育て

支援の１つとして、保護者の経済的負担を軽減するために、学校給食費の一部

の補助を実施してはどうか。子供たちは私たちの未来の種子です。個人の事で

はなく、将来を託す子供たちを育てていく必要があります。その意味で、学校

給食の一部の助成は必要だと考えますが、教育委員長の答弁をお願いいたしま

す。 

教育次長  議長。 

佐々木議長  角田教育次長。 

教育次長  西澤博一議員さんの学校給食費の一部補助の実施をとのご質問にお答えをし

ます。 

 本町学校給食につきましては、現在、保護者の皆様にご負担を願っていると

ころでございます。そういうことでございまして、現行の給食費への一部補助

につきましては、現在のところ考えておりませんので、ご理解をいただきたい

と思います。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

西澤博一議員  はい。 

佐々木議長  西澤君。 

西澤博一議員  現在は考えていないということですね。子供は地域全体の宝ですわ。やっぱ

りそういう子供らが大きくなったときに、将来の豊郷町を担っていただく子供

たちです。そういうことを鑑みたときには、家庭の状況もいろいろありますけ

ども、やっぱり必要ではないかと思います。平成２５年の決算でも雑収入で
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約２,０００万円の学校給食費が支払われております、小学校で。それのたと

え２分の１でも減免というか、免除というかを行った場合、子供たちに、家庭

に負担がかからないと思うんです。１子は減額をと、それから２子・３子につ

いては、３分の１とか３分の２とかそういう減免をしている町も聞いておりま

す。また、県外でもそういうことをやっているのも聞いております。そういう

ようなことを考えたときに、一般的によその人から聞くと、やっぱり自分が食

べているものは自分が払うんではないのかというようなことも言われる方もお

られる。それはよくわかります。やっぱり今後の将来のこと、また人口減少も

今は踏まえての話ですけれども、これから子供たちを育てる中で、やっぱりそ

ういうようなことは実施するべきではないかと思うんですけれども、その点に

ついて答弁を求めたいと思います。 

 もう１点。今度４月１日に学校給食のセンターがオープンしますよね。それ

についての保護者の見学等は考えておられるんですか。 

 もう１点は、戦前、戦後、学校給食は出てきたと。国が行ったと。私らも含

めてですけども、今のお母さん方でも学校給食がどういう経過でこういうこと

になったかということが余り知られていないのかなと思うんです。やはり、学

校給食が戦後の混乱のときに、当時は脱脂粉乳とかそういうものが子供たちに

飲ませていたというようなことも本で読んだことがあるんですけども、そうい

うようなことがあって今現在の裕福な学校給食があるということは、やはり何

らかの形で保護者に、こういう形でこういうようになりましたねということは

説明というかお話をしていただきたいと思います。これは要望にしておきます。 

 議長、減免についての答えをお願いします。 

教育次長  議長。 

佐々木議長  角田教育次長。 

教育次長  西澤博一議員の再質問にお答えをいたします。 

 家庭の状況、いろんなことがある中で、子供たちへの給食の減免なりをとい

うことでございますが、学校給食につきましては、学校給食法に基づいて、い

わゆる施設、設備あるいは調理にかかわる人の経費というものを私どもで公的

に負担をさせていただき、その他につきましては、保護者に負担をお願いをす

るということがございまして、現時点ではその負担としてお願いをしたいなと

いうのが１点でございます。 

 それから、中学校の給食の関係で、見学会等がないかというお尋ねでござい

ます。３月２８日、土曜日だったと思うんですけども、午後に一般の見学がで

きるかということで、確認をもう一度しまして、お知らせができましたらと思
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います。 

 それともう１点、学校給食の経過につきましても、私どもも戦争を知らない

わけですけども、こういうことで現在に至っているということがどこかで知ら

せられたらいいなと思います。 

 以上でございます。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

西澤博一議員  結構です。 

佐々木議長  それでは、西澤博一君の一般質問が終わりましたので、暫時休憩をいたしま

す。 

 昼食でございますので、１時１５分まで暫時休憩といたします。 

（午後０時１５分 休憩） 

 

（午後１時１４分 再開） 

佐々木議長  それでは、再開いたします。 

 北川和利議員の一般質問を許可いたします。 

北川議員  議長。 

佐々木議長  北川君。 

北川議員  それでは、昼１番ということで、私の一般質問をさせていただきます。 

 一般質問の前に、昨年、私が中学校の医療費の無料化に対し１０月から１８

歳以下の医療費の無料化を実行されたことをまずもってお礼を申し上げます。 

 それでは、高齢社会に備えた町施策の検討について。昨年、日本創成会議

が、２０４０年には８９６自治体が消滅の可能性とのレポートが発表されまし

たが、わが国は世界に例を見ない速さで高齢化が進んでおり、超高齢社会の到

来を見据えた対応が求められます。そこで、豊郷町においても高齢社会に備え

た福祉施策をはじめとして、さまざまな施策の検討が必要と考えられるが、町

長の考えはどうか、答弁を願います。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  １１番、北川議員さんの高齢社会に備えた町施策の検討についての一般質問

にお答えいたします。 

 北川議員がおっしゃるとおり、日本は世界に例を見ない速さで高齢化が進ん

でおり、平成１９年には超高齢化社会になったと言われております。そして、５

年後の平成３２年には、高齢化率が２９ .１％、２０年後の平成４７年に

は、３３.４％に達するという推計もされています。 
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 豊郷町におきましても、高齢化の波は否定できず、今年度の高齢化率

は２４.５％、そして、平成３２年には２６.６％になると推計がされておりま

す。こうしたことから、高齢者福祉に関する施策をはじめ、いろいろな分野に

おいて高齢者施策の取り組みを進めていくことは、ますます重要であると私自

身も考えております。豊郷町の現状が超高齢化社会にあることを踏まえ、これ

までの事業内容の点検を進める中で、幾つかの事業については既に実施内容を

変更して取り組みを進めているところでもあります。 

 例を幾つか申し上げますと、すまいるたうんばすの運行事業では、これまで

は１方向による町内循環運行と、主に生きがいデイ利用者の乗車利用というも

のでしたが、昨年１０月の運行改定からは、生きがいデイの利用者を社会福祉

協議会の自主送迎に切りかえ、バス利活用の重点を交通手段を持たない方々の

買い物と医療機関への移動支援に置いた運行内容に改定し、現在、その内容で

実証実験を進めているところであります。 

 また、要援護者台帳登録の取り組みにおきましては、これまで登録対象の年

齢は７５歳以上でしたが、それを６５歳からに引き下げ、高齢者の皆さんの安

心・安全が一層確保できるようにと体制の整備に向けた取り組みに努めていま

す。 

 そして、平成２７年度からは、新たな取り組みとして、高齢者独居あるいは

老々世帯への配食サービスに向けた取り組みを、また、高齢者等の権利を守る

取り組みとして、１市４町での湖東地域権利擁護サポートセンター設置に向け

ても取り組みを進めていく予定をしております。 

 介護予防では、認知症予防に向けた教室の開催や相談受け付けなど、引き続

き取り組みを推進していきたいと考えておりますし、健康づくりと人とのつな

がりの支援に向けて、町老人クラブの活動も応援していく予定をしております。 

 先ほども申しましたが、高齢者施策の取り組みを進めていくことは、今後ま

すます重要だと私自身も考えておりますので、豊郷町の皆さんが安心・安全で

健康的に日々暮らせるよう今後もさまざまな取り組みに鋭意努力していきたい

と考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

佐々木議長  再質問ありませんか。 

北川議員  議長。 

佐々木議長  北川君。 

北川議員  それでは、再質問いたします。なるほど、いろんな形で行政がやっておられ

るということはよくわかっておりますが、私は高齢社会に備えた町施策の検討

について、この中でもう１点、再質問で言っておきたいのは、今、高齢者の人
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たちが入院をしたときに、どこの病院でも最高３カ月。また、３カ月たてば、

すぐほかの病院に移らなきゃいけないという形の医療のシステムになっており

ます。やはり、認知症の予防とかいろんな病気の予防対策は、うちの町はほか

の町よりも進んでいると思いますが、私どもこの豊郷町には、総合病院という

病院があります。そんな中で、いろんな助成もしてあり、そしてまた、協力も

うちの町を挙げて病院に対してもしております。そんな中で、強制的には確か

にできないと思いますが、何かいい方法で３カ月のところが、せめて５カ月で

も入院できるとか、そういう形のものがとれないものかと思いまして、再度、

町長にお伺いします。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  再質問にお答えいたします。 

 質問内容と若干異なりますので、私自身余り熟知しておりません。しかしな

がら、町としてそのようなことができるのかできないのか、若干、研究もさせ

ていただきたい、こういう思いですので、ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

佐々木議長  再々質問ありませんか。 

北川議員  いや、結構です。 

佐々木議長  ２番目の質問を許可します。 

北川議員  それでは、改良住宅の譲渡の現状ということで質問したいと思いましたが、

これは全協で説明を全部聞いておりますので、この件については省きたいと思

いますので、ご了承のほどよろしくお願いします。 

佐々木議長  ３番目ですね。 

北川議員  ３番目に移ります。３番目の質問をさせていただきます。 

 まもなく、現職の町長の２期目が終わります。３期目に向けて、何を目的に、

またこの豊郷町をどのような道づけをしていくのか、また、施策はどういうふ

うに考えているのか、町長、答弁を願います。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  １１番、北川議員さんの３期目の施策はということで、一般質問にお答えい

たします。 

 平成２７年度の予算は、もう来年度になっておりまして、その内容等も含め

ました中での答弁とさせていただきます。先ほどの本会議の冒頭に重点施策の

概要を申し上げましたように、福祉医療関係施策では、高校卒業世代までの医
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療費無料化制度、小児科医師確保の充実と支援事業の継続、並びに教育振興で

は、町単による町立学校臨時講師設置事業、そして、今年度から小学校１年生

からの外国語活動推進事業などの継続事業の充実と豊郷町立武道館改修事業の

実施、産業観光振興では、環境こだわり農産物支援事業、また、商工会の街路

灯整備事業など、また、生活関連施設の安全・安心対策では、地域防災施設整

備助成事業、簡易水道配管敷設がえ整備事業や町道及び集落内の道路整備管理

事業などの充実を思っております。また、改良住宅譲渡推進事業や公営住宅の

社会資本総合推進事業への取り組みをはじめ、２７年度から開始します、中学

校給食をはじめ、社会保障・税番号制度、子ども・子育て新制度や今日の重要

課題であります、人口減少問題に係ります「まち・ひと・しごと総合戦略」に

適切に対応した施策に取り組んでまいる所存であります。町民皆様方が安心・

安全な生活のもと、笑顔と元気で未来に輝く豊郷町の実現を目指した施策に取

り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

北川議員  いいです。 

佐々木議長  それでは、西澤清正君の一般質問を許可いたします。 

西澤清正議員  議長。 

佐々木議長  西澤君。 

西澤清正議員  まず、発言通知書の不備があったことをこの場をお借りしまして、お詫び申

し上げます。それでは、町長に地方創生における地域振興券実施ということで、

それと発言書の１、２、３、４番は削除させていただきますので、どうぞよろ

しくお願いします。 

 一昨年の１２月議会、昨年の６月議会でも、地域振興券、地域通貨で質問し

ました。地域振興券については、商工会が望まれるなら実施してもよいとのこ

とであったと記憶をしております。そこで、今回、地方創生における地方振興

券の実施は全ての者が享受できる制度で、なおかつ波及効果の高い制度を構築

する必要があります。以前、国の施策で行われた制度と同様のやり方で地域振

興券の発行を実施することで、例えば１世帯ごとに１万円の地域振興券を配付

すれば、２,８００万円ほどになり、５,０００円では１,４００万円ほどになり

ます。国の交付金で対応することが可能だと考えております。また、何より所

得の高い、低いということも関係なく、満遍なく実施することができます。今、

行政がみずから知恵を出し、汗をかき、事業を実施することを求められている

と感じますが、答弁を願います。 
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副 町 長  議長。 

佐々木議長  村西副町長。 

副 町 長  西澤議員のご質問にお答えをいたします。 

 今回、国が経済対策として「まち・ひと・しごと創生」関連で創設しました

地域住民生活等緊急支援交付金制度により、地域における消費喚起としてプレ

ミアムつき商品券の発行事業が示されております。今般の交付金におきまして、

本町としましても、プレミアムつき商品券の発行事業の実施を検討しておりま

すが、この制度概要としましては、個人や世帯に定額を交付する地域振興券で

はなく、平成２１年度に商工会に委託いたしまして実施しました、一定の割合

でお得感を出したプレミアムつき商品券の「とよさとお買い物券」の形式とな

ります。 

 当事業につきましては、早急に制度内容を検討し、できる限り早期の実施を

することで、町内住民の皆様の消費喚起及び町内商工業者による地域経済の振

興に最大限効果が出るようにしてまいりたいと考えておりますので、ひとつご

理解よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

西澤清正議員  議長。 

佐々木議長  西澤君。 

西澤清正議員  今ほどというか、私もちょっと質問の時は勘違いしとった点があるのでご了

承願いたいと思います。今、副町長から言われましたが、特に何か今まで商工

会がしていたので残が残ったというようなこともありますし、できる限り地域

の地産地消及び地域が循環するような、経済効果が地域で使うと今、３倍程度

になるということでありますので、ぜひその点もいろいろな検討会議でもご留

意いただきまして、ぜひ町民のためになるようなプレミアム券をひとつ発行し

ていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

副 町 長  議長。 

佐々木議長  村西副町長。 

副 町 長  先ほど申し上げましたように、平成２１年度におきましても、このプレミア

ムつき商品券を発行いたしたわけでございますが、そのときはプレミアム券と

して約６,０００枚のプレミアム券で、売り上げ効果としては約５,０００万円

近く、率にしますと、８３％ほどの効果があったように記憶をしているわけで

ございます。 

 そういった中で、今回実施するに当たりましても、いわゆる時期とかあるい
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は期間、できるだけ早くということもあるわけですけど、あるいは普及の方法、

発売の方法等、工夫をいたしまして、当然ながら行政だけではなく、どの市町

村におきましても商工会とか商店街等が地元消費の拡大の意気込み、そういっ

たことをもとに主体となっていただきまして、行政との連携によりまして努力

することが大事でございますので、ひとつそこら辺も踏まえて進めてまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

佐々木議長  再々質問ありますか。 

西澤清正議員  結構です。 

佐々木議長  それじゃ、次の質問を許可いたします。 

西澤清正議員  それでは、町長に。豊郷町誌の発行についてということで。先日、豊郷小学

校のフィルムが復元されました。このことは貴重な資料が見つかったことは、

今後の研究の貴重な資料になると思います。現在、豊郷町の歴史を知る資料は

豊郷村史しかないと聞いております。数年前には、犬上郡誌がほかのところか

ら発刊されましたが、当町は豊郷町誌の発行をすべきだと考えますが、町長、

答弁をよろしくお願いします。 

副 町 長  議長。 

佐々木議長  村西副町長。 

副 町 長  西澤議員の豊郷町誌の発刊についてのご質問にお答えをいたします。 

 議員のご質問にありますように、当町では昭和３８年に豊郷村史として村史

編集委員会のもとに発刊されて以来、今日に至るまで発刊されてきませんでし

た。言うまでもなく、町誌は私たちが住んでいる町の歩みと歴史資料として貴

重なものだと認識をしております。町誌の発刊につきましては、特に旧日枝村

に関係します事項は愛知郡史しかないように聞き及んでいるところでございま

す。そういったことから、参考になる資料は大変困難を来すことが予想されま

す。 

 また、発刊につきましては、編さん委員の人選とかあるいは資料収集等から

長期間の日数や経費が必要と考えられます。そのような中、発刊に向けまして

平成２７年度の地方創生に掲げます地方版総合戦略、その中での実施事業とな

るように研究をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

西澤清正議員  議長。 

佐々木議長  はい。 
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西澤清正議員  今、なかなか郡が違ったということで、大変だと思いますが、今、私どもで

いきますと雨降野にとりましては、長年おられた方が研究されて、そういう方

も今現在おられますが、またお年寄りですので、いつ何時というようなことが

ありますが、そのようなこともいろいろな先輩の事情聴取だけでも聞いていた

だき、そういう検討をしていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

副 町 長  議長。 

佐々木議長  村西副町長。 

副 町 長  先ほども申し上げましたように、町誌の編さんということは大変いろんな資

料収集等も難しい点もございます。そういった中で、当然ながら資料の収集も

しかりでございますが、調査なり、あるいは今おられる方からの聞き取りとい

うようなことも必要かと思います。あわせて執筆作業とかいろんな形でござい

ますし、先ほど申し上げましたように、長期間、通常で短いものでも３年から５

年はかかるということでございますので、そういった期間的なこともやはりま

た早急に立ち上げもしなければならないということでございますので、先ほど

申し上げました総合戦略の実施事業という形の中での位置づけができるように

も努力をしてまいりたいと考えておりますので、その点よろしくお願いしたい

と思います。 

佐々木議長  再々質問ありますか。 

西澤清正議員  結構です。 

佐々木議長  それでは、西村雄三君の一般質問を許可いたします。 

西村議員  議長。 

佐々木議長  西村君。 

西村議員  それでは、私の方から質問させていただきます。 

 平成２７年度予算編成に当たっての行政の取り組みということでございます。

いよいよ平成２６年度末になり、平成２７年度の新年度入りが間近に迫ってま

いりました。世の中の動きも大変慌ただしくなり、大きく変化の兆しが見えて

きました。大きな変化とは、農協改革であり、ＴＰＰ参加も間近に迫っていま

すし、また、医療、介護等、福祉関係の見直しもあり、日本国の将来も大きく

変化すると予感いたします。 

 その中で、当町の来年度の予算を議会に提出されたのですが、何がポイント

で何が目玉政策なのか、具体的に説明をお願いしとうございます。よろしくお

願いします。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 
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伊藤町長  それでは、６番、西村議員さんの、平成２７年度予算編成に当たっての行政

の取り組みについてのご質問にお答えいたします。 

 冒頭での議案説明並びに、先ほど北川議員の一般質問にも答弁させていただ

きましたが、福祉医療関係施策、教育振興、産業観光振興、生活関連施策の安

全・安心対策の各施策の継続と充実を図るとともに、改良住宅譲渡推進事業や

公営住宅の社会資本総合推進事業の取り組みと２７年度から開始します中学校

給食をはじめ、社会保障・税番号制度、子ども・子育て新制度や人口減少問題

に係ります「まち・ひと・しごと総合戦略」に対応した施策に取り組んでまい

るところでございます。特に、これからの人口減少問題に係ります施策が最も

重要と考えますことから、福祉医療関連施策と教育振興施策の充実に取り組ん

でまいりたいと考えおりますので、よろしくお願いいたします。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

西村議員  はい。 

佐々木議長  西村君。 

西村議員  今、町長の答弁から大体のことを聞き、また、我々の方にも当初予算の主要

施策の概要という形でいただいておりますので、私も読ませていただきまして、

大体のことはわかっておるんですが、ただ、メニューとしては大変ようけあり

ます。福祉あるいは、今の人口減少の問題やとか改良住宅などもいろいろと施

策としてはあるわけなんですが、何かもう１つポイントを絞って、やはりこう

いう点は当町については絶対今年度こうするんだぞという、ひとつの意気込み

のある施策は何なのかをちょっと聞かせていただけますか。大きな町の大望と

いうのか、基本政策というのか、要綱というのは「ともによろこび、さらなる

とよさと」というような大きな命題があるわけでございますけども、これはあ

くまでも命題でございまして、具体的な内容ではないわけでございます。その

中での質問でございますので、ひとつよろしく。その辺で再度、質問にお答え

願えたらと思いますので、よろしくお願いします。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  それでは、再質問にお答えいたしたいと思います。 

 行政というのは、やはり各般にわたっての施策がございます。どれに特化し

てやるものでも、私はないと思っております。そういった中で、限られた財源

の中でしっかりと今日までの行政施策も継続を訴えつつ、そして、その中でや

はりめり張りをつけてやっていくというのが、これが私の使命だと思っており

ますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
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佐々木議長  再々質問ありますか。 

西村議員  はい。 

佐々木議長  西村君。 

西村議員  確かにおっしゃることはよくわかります。どの部門も片手落ちなことをした

ら、町民さんから不満も出る、これは当然のことです。ということからいうて

オールラウンドでやるんかというような話、特に福祉関係の方に重点を置いて

おられると思いますが、当然その辺のことももう少し、どう言うたらいいんで

すか、税収の上がる施策も必要ではないかなと、そういう行政も必要ではない

かなと思いますので、その辺ひとつまたよろしくご検討のほどをお願いして、

再々質問いたしませんが、ひとつよろしくお願いします。 

 次の質問に移らせていただきます。 

佐々木議長  ２番目の質問、どうぞ。答弁は要らないですね。 

西村議員  それでは、次の質問に移らせていただきます。地域活性化に財政配分の重点

化をぜひということでございます。 

 政府では、地方創生というキャッチフレーズのもと、いろいろと地方の自立

性と独自性を求めて、何とか地方の活性化を図りたいという思いを出してきて

います。私も当案は大いに賛成です。大都市と地方の格差が広がっている今、

少しでも格差を縮めることは大変重要だと思いますし、また、地方も特色を大

いに出してＰＲするのも、大変有意義だと思います。地域振興では、地産地消

のさらなる推奨、オリジナル商品の開発、また、観光では当地の文化遺産のＰ

Ｒの拡充と、すべきことが大変多くあります。それゆえに、従来どおり予算配

分ではなく、重点配分して、当町の活性化を推奨すべきと思いますが、行政の

対応はいかがでございますか。よろしくお願いします。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  それでは、西澤議員さんの地域活性化に財政配分の重点化をぜひのご質問に

お答えいたします。 

 平成２６年１１月に可決、成立しました、「まち・ひと・しごと創生法」に基

づき、平成２６年１２月２７日の閣議決定により、「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」が策定されました。これにより、平成２７年度から平成３１年度まで

の５カ年の本町の地方版総合戦略及び地方人口ビジョンを策定することになり

ます。また、「まち・ひと・しごと創生」関連としまして、地域住民生活等緊急

支援のための交付金がございます。この事業は、地域における消費喚起やこれ

に直接効果を有する生活支援を対象とした地域消費喚起・生活支援型事業とし
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ごとづくりなど、地方が直面する構造的な課題に関する事業が対象となります。

地方創生先行型事業の２種類からなる事業でございます。平成２７年２月１２

日に、この地域住民生活等緊急支援のための交付金として、国より総交付限度

額が示されており、平成２６年補正予算で対応し、全額繰り越すことが必須条

件となっております。そのために、財政措置といたしまして、本年度中に補正

予算の上程を考えているところでございますので、ご理解のほどよろしくお願

いいたします。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

西村議員  はい。 

佐々木議長  西村君。 

西村議員  今、ご説明いただきまして、大体のことはわかったんですが、私はこの地域

活性化に伴う財政配分の重点化をぜひということで質問させていただいたわけ

ですけども、これは１つの質問というよりも提案でございますけども、こうい

う事業こそ定住自立圏構想で大いにやるべきではないかなと。みんなで１市４

町が固まってやるべきではないかなと私は思います。 

 特に、豊郷みたいに湖東地域というのは、非常に限られた中での面積でござ

います。やっぱり１市４町でまとまってやれば、予算的にも大きな予算でやれ

ますし、また、地域の交流もどんどん図って活性化されると思いますので、定

住自立圏構想の中でも、この地域活性化のことも地方創生のそういう施策を考

えるべきだと思いますが、ひとつその辺についてどのようにお考えですか。そ

れだけちょっとお願いします。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  それでは、再質問にお答えいたします。 

 やはり、この地方創生というのはそれぞれの地域が特色を生かした独自性を

出して、そして、この難局に立ち向かうというのが１つのものであると思いま

す。議員がおっしゃるように、１市４町で連携する面は連携しながら、やはり

豊郷町は豊郷町でどういうメニューを出して人口減少社会や、先ほど議員がお

っしゃった、いかにして税収を上げるやらいろんな面でそれぞれが知恵を出し

てやっていく、それが妥当だと思っておりますので、いろいろな角度から検討

しながら、また今後はいろいろな各方面の皆さん方の知恵を出してもらいなが

ら進めていくものだと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

佐々木議長  再々質問ありますか。 
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西村議員  はい。 

佐々木議長  西村君。 

西村議員  地方の特色を出すということで、今の定住自立圏から離れて、ちょっと豊郷

は豊郷の特色を出すんだということは、大いにこれは結構なことなんですが、

しかし、やはり隣の市町ももう皆、関連しておるわけでございます。そういう

意味から、全て１００％を定住自立圏で云々ということは私は申しませんけど

も、やはりそういう方面に重点を置いて、少しでも町民の皆様方にその恩恵を

大に、受けられるようにしていただきたいなという思いでございますので、ひ

とつその辺を今後加味していただきたいなというように思います。再質問にな

りますけども、よろしくお願いします。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  やはり、この地方版の総合戦略というのは、それぞれが一緒にやりましょう

となりますと、金太郎あめみたいなようになります。それぞれの置かれている

状況は違う中で、いかにその地域のよさをみつけて、それを磨き、発信してい

くものだと思っておりますので、その点だけご理解いただいて、あと、連携す

るところはしっかり連携していかなければならない、こういう思いですので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

佐々木議長  今村恵美子さんの一般質問を許可いたします。 

今村議員  １０番。 

佐々木議長  今村さん。 

今村議員  それでは、一般質問させていただきます。子供と若者が輝くまちづくりへと

いう内容で。近年、豊郷町は新興住宅地の増加や県下一の医療費無料化の実施

など、子育て世代にとって住みやすい自治体になってきています。今、わが国

は人口減少社会となり、貧富の格差が広がり、労働者のうち２,０００万人が年

収２００万円以下の、いわゆるワーキングプアとなっています。そして、子供

の貧困率も年々高くなってきています。親の貧困が子供たちに引き継がれる貧

困の連鎖を断ち切り、子供や若者が未来の日本や豊郷町を担っていくことを、

町政として応援することが今の時代だからこそ求められています。 

 そこで、昨年、日本共産党の豊郷町支部が提出いたしました、２０１５年度

予算編成に当たっての要望書の中から下記の項目についての町の見解を伺いま

す。 

 １、子育て支援施策の充実で、保育料を第２子から無料にすること。次に、

小中学校の給食費を無料にすること、学童保育専用施設をつくること。 
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 ２、若者対策の充実で、結婚祝い金制度、祝い金や記念品を創設する。また、

成人祝い金制度、祝い金や記念品を創設する。 

 この２つの点について町の見解をまず伺います。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  １０番、今村議員さんの子供と若者が輝くまちづくりへの質問にお答えいた

します。 

 まずはじめに、子育て支援施策の充実の質問ですが、保育園の第２子から保

育料を無料にすることは、現状では考えておりません。そしてまた、学童保育

専用施設をつくることにつきましても、現在のところは現状どおりの施設利用

を考えております。小中学校の給食費を無料にすることについても、保護者の

皆様へご負担をお願いいたしたく、小中学校とも無料にすることは考えており

ません。 

 次に、若者対策の充実の質問ですが、結婚祝い金制度及び成人祝い金制度の

創設については考えておりませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

佐々木議長  再質問。 

今村議員  はい。 

佐々木議長  どうぞ。 

今村議員  これは、新年度２０１５年度予算編成に当たっての要望書というのを昨年秋

に、住民アンケートをしまして、その中で上がってきた中で日本共産党の豊郷

支部として要望したものですけれども、この子育て支援施策の充実ということ

で、１点目の保育料の第２子からの無料化。町としては、半額にするとかそう

いった減免はあるんですけれども、今回こういうことを提案させていただいて

いますのは、やはりわが国は今、深刻な人口減少社会という形になっている一

番の原因は、やはり出生率が低いという問題があると思うんですね。この出生

率が低い、今１.４ぐらいですか。子供を産まないと、結婚できない、結婚して

も子供を産まない、こういったことの改善がなければ、人口がますます減り続

けていくという中で、国も遅ればせながら、今回、子ども・子育て支援システ

ムなど、そういったことをやってきているんですが、やはり、保育園というの

は、母親が働く、こういった就労が一番のメインでやっていることなんですけ

れども、こういったところでも女性の社会進出に対して町としても女性が就労

と子育てを両立できるシステムに、町が支援していくということは非常に重要

だと思いますが、そういったことで、無料化というのも１つの少子化対策にな
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ると思っています。やらないということは、一番の原因は何なのか。財源問題

で考えると、当町は１３億円の財政調整基金を積み立てています。こういった

一般財源として自由に使えるお金がある。他の自治体から比べたら非常にうら

やましい自治体なんです。だから、そういったことも、こういうソフト事業に

引き当てていくのは財源的には可能なんですが、それでもあえてやらないとい

うことは、どういう趣旨なのか説明していただきたい。 

 それから、小中学校の給食費を無料にすること。これにつきましては、やは

り今、国は食育基本法で、第１条の目的に「近年における国民の食生活をめぐ

る環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性

をはぐくむための食育を推進することが緊急の課題だ」と。そういった中で、２

条では、「国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成」ということで、「食育

は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現する

ことにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨とし

て、行なわなければならない」と書かれているんですが、やはり小中学校とい

うのは、人生の中で食べるものについても、身についてくる時期だと思うんで

す。そういった時期に町としてやっぱり安心・安全な、そして、栄養価のばら

つきのない、こういったことを食育としてぜひ取り組んでいただきたいと考え

ております。全国の自治体では、こういったことを地産地消も含めて無料化に

している自治体もあるんです。豊郷町で新年度予算の小中学校の給食費はあわ

せて３,４００万円ぐらいですけど、こういったことも広く将来への投資という

形で、健康な人生を子供のうちから培っていく、そういったことも含めて、町

として取り組むことは、私は非常に有効ではないかと思いますが、こういった

ことに対して、町はどう考えているのか。 

 それから、学童保育の専用施設は、今回、子ども・子育て支援システムで、

子ども・子育て支援計画というのを町が策定することになっておりますが、国

の省令第９条、設備基準、学童保育の遊び及び生活の場としての機能並びに静

養するための機能を備えた専用区画、こういった意味に、学童保育もやはり子

供たちにとってそういった環境整備が必要だという形で出来てきていますが、

以前も申し上げましたが、現状では豊郷は両小学校のランチルームを間借りし

た形で、そういった状況での学童保育では、本当の意味の学童保育の中身とし

て、設備として不備があるのではないかということを申し上げておりますが、

新年度予算におきましても、この専用施設の設置検討という予算は何もなかっ

たのですけれども、あのランチルームで事は十分足りていると町長はお考えな

のか、その点について町長の見解をお聞きしたいと思います。 
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 それから、若者対策、これはほかでもそんなところは余りないので、町とし

ての１つの若者支援施策として、出産祝い金、こういった制度も私は貴重な制

度だと思うんです、子育て世帯に対しては。豊郷で結婚してくれる若者が増え

るということが、やはりその人たちが豊郷で住んで働く。先ほど、町長が高齢

者率２４％ということは、６５歳以上の方がもう４人に１人はいるわけじゃな

いですか。やっぱり若者が増えるということが、やっぱり町の活性化につなが

りますし、また税収の増額にもつながります。そういうことも含めて、町長は

この問題で考えていないということは、若者対策は今の豊郷の若者対策で町長

は何が一番若者対策として取り組んでいると自負されているのか説明をお願い

いたします。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  １０番、今村議員さんの再質問にお答えいたします。 

 出生率の件については、これは国、県、そしてそれぞれの自治体が真剣に考

えていかなければならない。そしてまた、県においては数値目標を立ててやっ

ていくものだと思っております。そういったことで、今後、「まち・ひと・しご

と総合戦略」の中でしっかり捉まえていかなければならない、このように思っ

ております。職員も議員がおっしゃったとおりであります。 

 学童保育につきましては、やはり今、現状としては現状の施設がやむを得な

い、こういう思いでもあります。 

 若者対策について、しっかりと今後はやっていかなければならない。ただ、

結婚祝い金、そしてまた、成人祝い、こういうのが最適であるかないか、そこ

らは十分考えていかなければならないと思います。そして、やはり財源は有限

であります。それとともに、一度こういうような施策をすると、継続してやっ

ていかなければならない。それには、十分、今後を見据えた中で、議員が次の

質問でおっしゃっておりますように、国保税の１万円下げとか、水道料をもっ

下げよとか、あらゆることで下げよ、下げよ、無料にせえということが、今後、

豊郷にできるかできんか。やはり、甘い言葉は誰でも言いやすいですけど、そ

こらはしっかり財源を知り、そして、豊郷の将来を見据えた中であらゆる角度

から検討していかなければならない、このように思っておりますので、それだ

けご理解いただきたいと思います。 

佐々木議長  再々質問ありますか。 

今村議員  はい。 

佐々木議長  今村議員。 
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今村議員  町長の今の答弁は、こういった財源の問題で全てやらないと。継続性が必要

なものだからと。私は、若者対策で町長が豊郷でこれは私の若者対策ですとい

うのは何ですかというのも答えがなかったんですけど、聞いても答える気がな

かったのかもしれませんのであれですけども、要はこの財源問題ですよね。町

長は財源は有限である、継続的にやっていくためには、それなりの計画的、そ

れから継続できるそういった裏打ちがなかったらできないというお話を今おっ

しゃっておられましたが、私は豊郷町の一般会計の財政問題は、これまでもい

ろんなことを申し上げていますが、財政調整基金が１３億円を超えるというの

は、ほかの基金を集めて二十七、八億円あるわけですけど、特別目的基金も合

わせて。これって、県下の自治体の中で、その一般会計財政規模に比較して、

それだけの自由財源を持っている自治体ってうちだけなんですが、これは裏を

返せば、それが単年度のときに住民サービスを削って、この分はたまってきた

とも言えるわけです、はっきり言うと。だから、この財源を今、必要とする税

金の使い道として、豊郷の実情に合わせて、どのように将来を展望して、継続

的にできる事業にそれを支出していくかということが今、豊郷町では問われて

いると思うんです。 

 町長は、新年度予算、本格予算を上げましたよね。町長選は４月ですけど、

この中で今日の本会議でも言っていたけど、高校卒業までの医療費無料化なん

か、ちょっと目玉みたいにおっしゃっていましたが、子育て世帯にとって医療

費無料化は大変ありがたいことですけれども、それだけが子育て世帯の要求で

はないんですよね。ですから、今の豊郷町でできる財源を充てながら、それを

特別目的基金化して、保健福祉基金も医療費無料化もつくりましたよね。同じ

ように目的基金化してでも活用しようと思えば、うちの場合はそういう財源は

あるんです。ですから、こういったことを本当に町執行部で知恵を出し合えば、

私が申し上げた施策というのは、十分に実現可能な施策として申し上げている

ところです。ですから、この点で町長は豊郷の実態として、世帯的には今、フ

ランスの学者の資本主義の問題がよく出てきますけど、格差はどんどん広がっ

て、富裕層はどんどんもっと富裕層になって、中間層はどんどん貧困層になっ

ていくみたいなあれって、今、豊郷なんかは本当に中間層がどんどん貧困層に

なってきている実態があるじゃないですか。そういった中で、こういう子供た

ちというのは、憲法には２６条で、義務教育費は無償とするとあるんですよ。

だから、そこには小中学校の子供たちに対して、国または地方自治体でいろん

な施策をすることはしなさいよということでなっているわけですから、私は税

金の使い道として、今、少子化の問題、それも特に今、子育てがしにくい時代



1 － 60 

になって、子供が産めないような、全国的にそういう状況がありますけれども、

私たちの住んでいる豊郷は、小さな町。小さな町の利点でこういった施策はで

きる自治体だと私は思っているんです。小さくても輝く自治体フォーラムでの、

出生率の変遷を見ていても、そういうところはいろんな施策をするので、出生

率はどんどん上がってきています。だから、豊郷もそれが十分に可能だという

ことで提案をしておりますが、こういった学童の問題に関しても、いたし方な

いという発想でしか考えられないというのが、非常に残念なんですけれども、

それは町長としては今のそういった学童保育専用室などについては、展望は全

くないわけですか。今のランチルームだけしか必要性はないのだと、それでも

うやっていくことで、豊郷の子育て支援は十分だという形で思っておられるの

か。 

 今、私は豊郷でできる事業として提案させてもらいましたが、豊郷の財源裏

打ち含めて提案させていただいておりますが、そういったことを含めて再度、

町長の所見を伺います。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  それでは、今村議員さんの再々質問にお答えいたします。 

 住民サービスを削ってため込んだというような、今村議員はそういう形で考

えておられるか知りませんけれども、同じような自治体規模の中で、豊郷町は

私は正職員が１０名強少ない、その中で７年、８年頑張ってきた職員の賜物で、

財調はたまってきた、そういう思いを持っておりますので、できたら認識を変

えていただきたい、こういう思いでもあります。 

 学童保育の場所については、今、現状としてはそういうことを言いました。

それと、安全面等も勘案していかなければならない。そういった中で、今、学

校の施設の中で学童をするのが一番最適であるというようなことを言っておら

れる新聞記事もあります。そういった中で、議員のおっしゃる共産党さんの要

望もいただきました。共産党さんは共産党さんの要望であり、それぞれ一人ひ

とりの議員さんの思いもあります。そういった中で、いかにバランスよく行政

運営をやっていくのが、町の責務だと思いますし、また、私は私の思いで教育、

福祉、そして、子育て支援をやってまいりたいと考えておりますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

佐々木議長  ２つ目の質問を許可いたします。 

今村議員  はい。 

佐々木議長  今村議員。 
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今村議員  続きまして、国保世帯の生活と健康を守るためにというテーマで質問いたし

ます。 

 国保滞納世帯は、不況や低賃金、低年金、失業、病気等で国保税を払いたく

ても払えない状況が全国のどこの自治体でも見られます。豊郷町の場合、低所

得世帯が世帯総数の半分を占めており、貧困と背中合わせの実態があります。

まず、行政は法律にのっとって仕事をしなければなりません。 

 そこで、今年度、平成２６年度直近での国保税滞納世帯数と国保世帯に対す

る滞納世帯率、そして、差し押さえ延べ件数、差し押さえ延べ金額の説明と今

年度中に実施した滞納処分の停止件数を明らかにしてください。 

 次に、国民健康保険税の引き下げを求めます。具体的には、所得割、資産割、

均等割、平等割の医療分、後期高齢者支援分、介護分の引き下げを一般会計か

らの繰り入れもしながら、平均１人１万円の保険料引き下げを求めますが、町

の見解を伺います。 

税務課長  議長。 

佐々木議長  山口税務課長。 

税務課長  １０番、今村議員のご質問にお答えいたします。一般質問の中では、直近２５

と書いていましたので、２５年度においての国民健康保険税の滞納世帯数と、

それから国保世帯に対する滞納世帯率、また差し押さえの延べ件数、差し押さ

え金額、滞納処分の執行停止件数等についてのご質問にお答えいたします。 

 平成２６年３月末においての国保税滞納件数といたしましては、１３７世帯。

これは、いわゆる平成２５年度現年度滞納件数となります。滞納世帯率といた

しましては、１１.８％となります。また、差し押さえ件数といたしましては、

平成２５年度においては、３９件のうち、税への充当分、いわゆる換価分です

けども、２５件、２３９万５,９１１円であります。換価されました差し押さえ

の内訳を申し上げますと、預貯金が１６件、所得税還付金が３件、給与が１件、

生命保険が２件、その他が３件でございます。 

 次に、滞納処分執行停止件数ですが、平成２５年度におきましては、８件で

ございます。 

 次に、国保料引き下げを求めることについてお答えいたします。議員ご承知

のとおり、国保税の算定につきましては、所得割、資産割、均等割、平等割の４

方式で算定されております。国保に加入されている被保険者数による会計規模

や国保事業に係る医療費等により各町の実情に合った税率等が定められている

ところでございます。本町におきましては、滋賀県下では低い率の設定となっ

ているところでもあり、基準所得も低く、２割、５割、７割の軽減世帯が半数
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以上占めている状況でもあり、また昨年の法改正により、さらに軽減の拡充も

行われているところであります。したがって、現在のところ、１人平均１万円

の保険税の引き下げにつきましては考えておりませんので、ご理解のほどお願

いいたします。 

 以上でございます。 

佐々木議長  再質問ありますか。 

今村議員  はい。 

佐々木議長  再質問を許可します。 

今村議員  平成２５年度の滞納世帯数が１３７、これは現年・過年度含めてですか。 

税務課長  いえ、現年度分です。 

今村議員  現年度分。過年度分は。これは、現年度分だけなんですか。私が聞きたかっ

たのは、だから、現年、過年も全部含めて滞納世帯数は幾らですかというのを

聞きたかったんです。もうちょっとあるわけですね。それよりも、多いという

ことですね。延べ差し押さえ件数２５件、この差し押さえ件数の中で、今、い

ろんな裁判もあるので、いろんな本も読むんですけれども、差し押さえ禁止物

件、国の方からもこういった差し押さえは、どういうのを差し押さえができな

いかという通知は出しているということがあって、厚労省は昨年１１月６日の

参議院厚生労働委員会で、これはわが党の小池議員の質問の中で、「公的な手

当等の受給権は、差し押さえができない。また、生活を著しく窮迫させるおそ

れがある場合、滞納処分の執行停止をする仕組みがある」と、そのように局長

が答弁をされておるんですけれども、十分に返済能力があって悪質な滞納に関

しては、差し押さえというのは一定当たり前かなと思うんですけれども、担当

課において、やはりその生活実態というのは当然、調査はされていると思うん

ですけれども、これは平成２５年度でしたけれども、平成２３年度の県下の差

し押さえ、滞納した、滞納世帯比率というのが、県平均の倍ぐらいあったんで

すよね。だから、豊郷ではどういう状況で、差し押さえをこんだけしているの

かなというのが非常に疑問なんですけれども、豊郷ではそれだけ払えるのに払

わないという実態が高いんでしょうか。私は、滞納世帯の中で明らかに悪質で、

払えるのに払えないというふうに、平成２５年、１３７件とありますが、この

中で町としてカウントしているのは何件なんでしょうか。それをちょっとお聞

きしたい。 

 それから、次に、この引き下げの問題なんですけど、県の国民健康保険事業

でいろんな指標が出ていますよね。あれを見ると、やはり豊郷は県下１９市町

の中で、国保世帯の平均所得は一番低いんです、１９市町の中で。多いところ



1 － 63 

と倍ほど違いますよね。１人頭の所得の関係でいくとね。だから、そういった

中で、うちの所得割、資産割、均等割、平等割の中で、医療分、介護分、支援

分の比率がずっとあるんですけれども、先ほど確かに安倍政権は今年度から５

割、２割軽減世帯の幅を広げましたよね。その部分は国から調整交付金でお金

が入ってくるから、その幅は広がったんやけど、対象幅がね。でも、豊郷の国

保世帯の生活実態は、やはり厳しい世帯が多いんじゃないかと思うんです。 

 そういった中で、私はこの軽減措置というのは、応益割のところにしかかか

っていないんですよね。応能割のところはそれぞれの所得、課税基準とかいろ

んなので決まっていますが、豊郷町では、こういった中で少なくとも応能、応

益で減らしていくことはできると思うんですけれども、町長がそんな何でも減

らすのは、言うのは簡単やけど、実施は難しいというお話ですが、豊郷町には

今現在、この豊郷の国保会計の運用基金というのが、今、２６年補正も出てい

ますが、３,０００万円ぐらいはあるわけじゃないですか。そういった中で、今、

国保加入者、豊郷で３,０００人ぐらいいるのかな。私は、そういったお金も一

定利用しながら、引き下げはできないことはないと考えているんですけれども、

このことに対してはどんなふうに担当では考えておられるのか、１回その意見

は聞いてみたいなと思っていますので、それについての見解をお願いいたしま

す。 

税務課長  議長。 

佐々木議長  山口税務課長。 

税務課長  １０番、今村議員の再質問にお答えいたします。 

 たくさんご質問いただいたので、ちょっと順番がわからないんですけど、ま

ずは、１３７件ということは、現年度分であるということで、過年度分の数値

ということのお尋ねやったと思うんですけれども、それにつきましては、この３

月末におきましては、２０５件でございました。ただ、滞納世帯率という形で

計算されるとなると、２０５件のうち、例えば古い国民健康保険者がございま

して、もう既に転出されている方がおられますから、あえて現年度分の数値を

申し上げました。 

 それから、差し押さえ禁止財産ということですけども、本町におきまして、

差し押さえの件数の中で差し押さえ禁止財産に当たるものはということでご質

問やったと思うんですけれども、本町におきましては、差し押さえ禁止財産に

ついては差し押さえを執行しておりません。 

 それから、あと生活実態にということのお話だと思うんですけれども、当然、

私、町税吏員としては督促を送り、それから催告状を送った後で、そういうの
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を払えないということでご連絡があった方については、納付のご相談を行って

いるところでございます。 

 それから、１３７件のうちの悪質なということですね。うちも文書を送るん

ですけれども、１３７件のうち、誰か悪質で、悪質でないのかというのはわか

りません。その中では、当然、預金調査、それから給与調査、いろいろな調査

を行います。その中で、通常の聞いている金額より大幅な入金があったりとか、

例えば毎月、給料で３０万円入ったりとかいう場合については、当然、差し押

さえ禁止財産を除く金額については、連絡ない方については差し押さえをさせ

ていただいています。ただ、１３７件のうちの何割の方が悪質だというのはち

ょっとわかりかねます。 

 それから、均等、平等割、応能、応益の話ですけれども、これについては、

現行法上は応能と応益は５０、５０ということで定められておりますので、そ

れを崩すとなりますと、ほかの所得割分等に影響があるものと思います。 

 以上でございます。 

佐々木議長  再々質問ありますか。 

今村議員  はい。 

佐々木議長  今村さん。 

今村議員  滞納世帯が悪質かどうかという問題に関しては、国は悪質滞納者に対しては

資格証明書を発行できるということでは、さっきも申し上げましたけど、いろ

んな事情で生活が逼迫して払えないと、そういった著しく逼迫させるおそれが

ある場合には、滞納処分の停止もやるべきだということで、著しく逼迫する状

態というのは、現にその自治体の業務をしている人が一番それを調査する権限

も、先ほどいろんな銀行やいろんな機関も全部調査できるわけじゃないですか。

だから、そういうのを全部知っているのが、現担当課なんですけど、その生活

実態をきっちりと把握しないで差し押さえ、そういう機械的にやっているとこ

ろがあるから、それは問題ですよということを国も言うてるわけですよ。私が

今、心配しているのは、豊郷の差し押さえ件数が県下でも平均値よりも倍ほど

高いというのは、やっぱりそういう機械的な部分が出ているんじゃないかとい

う心配をしているんです。 

 先ほど、滞納処分の執行停止が２５年度で８件、これは他の自治体では、生

活保護にかかるような人がかかってしまうと、執行停止になるんですけど、そ

れ以外でも準じて滞納処分をすれば、生活に著しく窮迫をするということで生

活保護に落ちてしまうと、そういう人たちに対しても処分停止をしているわけ

です。換価の猶予もありますし、だから、そういうことをぜひ私は豊郷の担当
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課でも、慎重に実態を調べていただきたいんです。納付相談に来なかったら、

全部悪質よと、そういう考え方は改めてほしいんです。そういう豊郷の生活実

態がどういうものかという調査は当然するべきだと思うんですけれども、この

滞納処分の停止、また換価の猶予とかそういった事例は、これまで２５年

度、２６年度ありましたか。２５年度停止は８件ですけども、内容について、

それはお聞きしたいです。 

 それから、保険税の問題なんですけど、これについてはなぜ今日、申し上げ

ようと思ったのは、余りにも安倍政権が進める国保の広域化、都道府県広域化

制度、その改定を新年度からそういった改定の素案をつくって進めていくとい

う話なんですけれども、今度あのお金も１円から全部、交付金対象になりまし

たよね。２０１５年度から。ということは、だんだんと着々と広域化のための

国の方針はそういうことをしているんですが、その中で豊郷が現在、一生懸命

やっぱり国保の世帯の人についても安心して医療を受けていただいて、健康な

暮らしをしていただくということで、国保の事業もしていただいていると私は

思っているんですが、この中で、広域化という問題が非常に今の時点で大きな

問題になってきているんですが。 

佐々木議長  今村議員、間もなくです。 

今村議員  幾ら町が財政をためていても、広域化になれば全部それはそれでプールされ

ていくわけなんですけれども、考え方によればその基金を充当した部分での減

免、引き下げというのは……。 

佐々木議長  ３０分ですので。 

今村議員  いろんな面でうちはできると思うんですが、その点については町長でも結構

ですし、担当課長でも結構ですし、どういう見解を持っているのか最後に聞き

たいと思います。 

税務課長  議長。 

佐々木議長  山口税務課長。 

税務課長  １０番、今村議員の再々質問にお答えいたします。 

 今村議員のおっしゃる中で、執行停止処分ということですけども、地方税法

第１５の７ですけれども、１項の第２号に、「滞納処分をすることによって、

その生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」ということで執行停止処分が

できるということですけども、先ほどの８件のうちの４件がこの２号に当たる

ものでございます。 

 それから、生活を著しく窮迫させる差し押さえということなんですけども、

当然、財産が見つかったら、それは生活が著しくなるのかどうかということで、
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入金金額を確認した上で、なおかつご本人さんに財産が見つかりましたという

ことで連絡した上で、来られないときには差し押さえさせていただいておりま

すし、今後は今村議員がおっしゃるとおりに、当然、皆さんのお話を聞きなが

ら慎重に滞納処分をしてまいりたいと思います。 

 それから、換価の猶予については、うちはございません。 

 以上でございます。 

医療保険課長  議長。 

佐々木議長  北川医療保険課長。 

医療保険課長  それでは、今村議員の再々質問にお答えしたいと思います。 

 私の方からは、広域化に伴う基金の件でございます。広域化につきましては、

現在いろいろと議論をされておるところでございまして、私が聞き及んでおる

ところでは、基金が全部合わさって、そのまま吸収されるということは聞いて

おりませんし、そうなりますと、基金をいろいろと乱用と申しますか、そうい

うような形もあるので、基金については各市町の対応ということも議論の中で

は聞き及んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

佐々木議長  鈴木勉市君の一般質問を許可いたします。 

鈴木議員  議長。 

佐々木議長  鈴木勉市君。 

鈴木議員  一般質問をいたします。まず最初に、役場庁舎改修案の提案とその進め方に

ついて質問いたします。 

 役場庁舎の増改築事業については、議会ごとに取り上げ議論をしてまいりま

したが、日本共産党議員団は１月１７日に庁舎見学会を実施し、これまでの議

論や経過を踏まえ、次のように役場庁舎改修案を提案するとともに、進め方に

ついて町の見解を問います。 

 １、旧館の設計図を復元するとともに建物の現状や耐久期間などを総合的に

判断できる基礎資料をつくること。 

 ２、木造の部分は撤去し、２階建ての新庁舎を建設すること。 

 ３、新設庁舎建設を先行して行い、耐震補強工事中は新設庁舎で旧館の執務

を行うこと。 

 ４、高齢者、障害者等に配慮したバリアフリー化、福祉関係の相談スペース

の設置など、関係者の意見を十分に踏まえた改修を行うこと。 

 ５、町案の３階建て庁舎はいずれにしても不要であり、町民が参加できる検

討会の設置が最良と考えるが、最低でも専門家を交えた検討会を設置し、その



1 － 67 

検討会を公開で行い、検討結果を公表すること。 

 次に、医療・介護総合法による要支援向けサービスの自治体移行についての

質問ですが、これは、議案として条例改正が提案をされて、２９年度からとい

うことで提案されておりますので、再質問から質問をいたしたいと思います。 

 次に、日栄小学校の教室不足をどうするのかについて質問いたします。昨年

の１２月議会で、平成３０年度から日栄小学校の教室が不足することが明らか

になりましたが、そこで、次の点について質問をします。 

 １、１０年間程度の児童、生徒の推移と具体的に教室が何年間どれだけ不足

するのか明らかにしてください。資料の提出を求めます。 

 ２、早急にその対策を具体化することが求められますが、計画を明らかにし

ていただきたい。 

 次に、学童保育の専用室の設置はどうなったのかについて質問をいたします。

昨年の９月議会で豊郷町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基

準を定める条例が制定をされましたが、条例に基づく学童保育専用室の設置は

どうなったのか明らかにしていただきたいと思います。 

 次に、中学校給食費の徴収方法について質問をいたします。平成２７年４月

より中学校給食が始まりますが、まず、給食費は幾らか、その給食費の根拠が

何か明らかにしていただきたいと思います。次に、給食費の徴収方法について

明らかにしていただきたいと思います。 

 最後に、町内の完全失業率とその対策について質問をいたします。安定した

生活を送る基本的な保障は、安定した雇用にあることは論を待ちません。そこ

で、町内の完全失業率、年代別、できれば５歳刻みで、男女別など直近の資料

の提出と説明を求めます。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  ４番、鈴木議員さんの役場庁舎改修案の提案と、その進め方をとのご質問に

お答えいたします。 

 庁舎改修につきましては、平成２４年３月議会におきます耐震診断結果の議

会への報告から、これまでにＡ案からＢ案について議論をしてまいりました。

また、昨年３月末にＤ案の実施設計を終えましたことから、各字行政懇談会に

てＤ案の庁舎増改築事業の内容をご説明いたしました。説明後には、町民の皆

様からさまざまなご意見をいただきました。行政としてこれからの庁舎のあり

方と各関係機関関係者のご意見を伺い検討いたしまして、Ｄ案をまとめたもの

でございます。 
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 ご質問の内容は、Ａ案を指してのことと思いますが、１の質問につきまして

は、今後、旧館棟を残すのか、残さないのか、その方向性をただしていただく

ことで判断が異なるものと思っております。よって、２から５については、そ

の協議が今後進むものと考えています。これまで行政として説明させていただ

きました経緯を踏まえまして、住民代表であります議員としての今後の庁舎の

あり方と改修内容につきましてご検討いただきまして、総意をまとめていただ

いたものについて、今後は我々も対応してまいりたい、この思いでございます

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

教育次長  議長。 

佐々木議長  角田教育次長。 

教育次長  鈴木勉市議員さんの１０年間程度の児童、生徒の推移と具体的に教室がどれ

だけ不足するのか、資料の提出を求める、及び早急に対策を具体化することが

求められるが計画を明らかにされたいのご質問にお答えします。 

 １つ目のご質問につきまして、先に議会事務局を通じまして、児童、生徒推

計及び学級数推計を提出しました。平成３２年度までのもので、平成２５、２６

年度は実数でございます。この推計は、過去の児童数の入学までの変化を加味

して計算するため、増加、減少することがあり、実際には増加することも考え

ておくことが必要と思います。この推計で、小学校区外へ転出がない場合には、

平成３０年度に１クラス分の教室の増設が必要と考えられ、これについて特別

教室の普通教室への転用も考え、これに伴う特別教室のやりくりや校舎の増改

築など、適切に対応していきたいと思います。 

 また、中学校給食費の徴収方法と給食費は幾らか、その根拠を明らかにされ

たい、及び給食費の徴収方法について明らかにされたいのご質問にお答えしま

す。豊日中学校では、平成２７年度から学校給食を開始します。これに係る給

食費は月額４,３００円、年額４万７,３００円となります。この中学校給食事

業は、彦根市との協定により実施するもので、彦根市学校給食センター運営委

員会から中学校給食の給食費の答申を受け、当教育委員会で承認をし決定をい

ただいたものです。なお、給食費の徴収方法は口座振替でお願いをしています。 

 以上でございます。 

保健福祉課長  議長。 

佐々木議長  神辺保健福祉課長。 

保健福祉課長  私の方からは、鈴木議員の学童保育専用室の設置はどうなったのかのご質問

にお答えさせていただきます。 

 昨年９月議会に提案させていただきました豊郷町放課後児童健全育成事業の
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設備および運営に関する基準を定める条例における専用区画についてのご質問

をいただいたものと思います。この基準を定めさせていただきましたが、今の

ところは放課後児童クラブを実施している現在の形で、引き続き実施をしてい

く予定をしておりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

産業振興課長  議長。 

佐々木議長  土田産業振興課長。 

産業振興課長  鈴木議員のご質問にお答えいたします。 

 町内の完全失業率とその対策を問うということでございますが、町内の完全

失業率等の数字についてですが、今お手元に配りましたデータが少し古い数字

ではありますが、平成２２年度国勢調査が最新のデータとなりまして、その数

字等は資料のとおりとなっております。 

 以上です。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

佐々木議長  再質問。 

鈴木議員  はい。 

佐々木議長  鈴木議員。 

鈴木議員  最後の質問から順番にいきます。まず、完全失業率の問題ですが、資料をい

ただきましたが、資料が間違っています、合計が。すぐに訂正をしてください。

計算したら間違っていますので、どこが間違っているか言いません。 

 なぜ、私がこの質問をしたかと言いますと、豊郷町は今日いただいた資料

も２０１０年の国勢調査に基づく結果でありますが、それによりますと、豊郷

町の完全失業率は９.１５２％で、滋賀県下の１９市町の中で一番高くなってい

る。ちなみに、第２位が甲良町の８.２６５％、第３位が多賀町の７.５０３％、４

位が近江八幡の６.７％ですから、この上位３町、犬上郡が完全失業率が滋賀県

の１９市町の中で最も高くなっているという実情があります。総計が間違って

いるんです、総数が。３２５が３５２になっているんですが、今日いただいた

資料を見ても、例えば、４０歳から５４歳までの方の平均完全失業率

が１０.５％、２０歳から３４歳の若年労働者のここの平均が１３ .２％、非常

に高くなっているという現実があります。先ほども述べましたが、雇用の安定

こそが安定した生活の基盤になることは論を待ちません。 

 そこで、質問です。これまで、完全失業者の問題をどうするのかというこの

課題解決に向けた検討を庁内でされたことがあるのかどうか。私はこれからや

るべきだと思っています。確かに、町内に大きな雇用の場がなく、なかなか郡

内では難しい問題だというのは、私もその前提として理解をしています。であ
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るからこそ、例えば私は定住自立圏協定には反対なんですが、こういう雇用の

問題こそ、どう確保していくのかということで、本来は論議をしていくべきで

はないのかと思うんですが、そういうことを論議されたことがあるのかどうか

回答を求めます。 

産業振興課長  議長。 

佐々木議長  土田産業振興課長。 

産業振興課長  鈴木議員の再質問にお答えします。 

 当町としましては、産業振興課が窓口となりまして、隣保館の方で就労相談

等がございまして、そこで共同で就労問題につきまして協議をしておることは

ございます。また、今後とも続けて就労していただけますように、一生懸命頑

張っていきたいと思います。 

 以上でございます。 

佐々木議長  再質問。 

鈴木議員  はい。 

佐々木議長  鈴木議員。 

鈴木議員  まず、資料の訂正を認めるのかどうか。言いません言うたけども、僕、言う

てしもうたけど、基本的なところが間違っている。まず、確認をします。それ

が、１つ。 

 ２つ目は、確かに隣保館でやってはるんですが、私が申し上げたいのは、待

っている雇用対策はだめだというんです。国勢調査ですから、どなたが失業し

ているか把握できるわけです、それは。例えば、そことのつながりをどうして

いくのか、もっと言えば、中心市の彦根市にはたくさん雇用の場があるわけで

すから、そういうこともこちらから提起できるわけでしょ。そういうことも含

めて、今後、検討する必要があるんじゃないかと思いますが、回答を求めます。 

産業振興課長  議長。 

佐々木議長  土田産業振興課長。 

産業振興課長  鈴木議員の再々質問にお答えします。 

 先ほどの総数の間違い。済みません、間違えました。申しわけございません

でした。 

 それと、今もご質問にありましたように、今後、就職に関して各機関とタイ

アップして検討していきたいと思います。 

 以上でございます。 

佐々木議長  次の再質問。 

鈴木議員  はい。 
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佐々木議長  鈴木議員。 

鈴木議員  次、学童保育の問題で再質問をいたします。 

 昨年の９月議会における条例制定の際に、私が質疑の中で、「来年４月から

の条例施行にあわせて学童保育専用スペースの整備が検討されなければ、条例

が生きたものにならない。その整備計画をつくるべきだ」と。条例の第９条は、

専用室を設けなければならないとなっているわけだから、この４月以降、それ

を実施しなければ、生きたものにならないのではないかという質疑をいたしま

した。それに対し、保健福祉課長の方からは、「私なりの理解をすれば、現在

も専用かどうかというのは、学校の中にあるのだから、どんなものかな」とい

う回答がありました。私なりの理解では、現状に疑問を投げかけているような

答弁だと、これは私の勝手な解釈をしているんですが。最後に、子育て会議の

答申を受けて考えるとの回答であったと思います。これは、議事録に載ってい

ます。 

 そこで、お伺いいたします。子育て会議が今、何回開催をされているのか、

子育て会議からの答申があったのか。あったのであれば、どのような答申なの

か。また、まだ答申がないのであれば、いつごろになるのか明らかにしていた

だきたいと思います。 

 次に、日栄小学校における学童保育の問題では、以前の議会で質問をさせて

いただきました。特に、日栄小学校のランチルームの場合は、複合施設であり

ながら、施設長がいないということで、あるときは小学校側がランチルームを

小Ｐの総会で使う、あるときは保育園がそこを使う。そのときに学童保育の子

供たちが追い出されると、私の孫も追い出されていました。だから、これは改

善すべきではないかという質問をいたしました。一定、例えば子供たちがかば

んを入れるかごが改善されたり、玄関口のマットが改善されたりいたしました

が、その後、学童保育の問題は今まで私は取り上げてきませんでしたが、その

後、当時、私が提案をして、問題を投げかけた現状が今、改善されているのか

どうか。今でもなおどのような状況にあるのか明らかにしていただきたいと思

います。 

保健福祉課長  議長。 

佐々木議長  神辺保健福祉課長。 

保健福祉課長  鈴木議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

 その前に、その条例の第９条のところでありました、先ほども私の方が専用

区画のことについてですねと話をさせていただきましたけれども、この専用区

画というところの解釈の部分が一部ちょっとここのところでお話しさせていた
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だきたいと思います。私自身も今ほど鈴木議員がおっしゃったように、自分の

思いもありますから、個人的な見解としてとっていただいたところがあるかと

思いますが、鈴木議員が、そして先ほどの今村議員さんが放課後児童クラブの

施設としてご質問いただいている内容というのは、おそらく単独の施設である

べきかなという思いでお尋ねいただいているんだと思います。私もそれを否定

するものではありませんが、ただ現状としまして、子供の移動に伴う安全性と

かいろんなことを含めると、今の学校内の施設がいいのかなというのが１つあ

るのと、それとあの条例の中での専用区画の解釈ですけれども、ここのところ

をちょっとお話させていただきたいと思います。専用区画の方向性としまして

は、確かに専用室、専用スペースを設けることとするという解釈にあるんです

が、ちょっと長くなりますが、条例文を読ませていただきますと、放課後児童

健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機

能を備えた区画（以下、この条において「専用区画」という）。単独の施設とい

うよりは、こういう施設をそういう機能を備えた部分という意味合いなんです。

ですから、この条例に出てきました捉え方、方向性としましては、専用室、専

用スペースについては、生活の場としての機能が十分確保された場所であって、

クラブの児童が授業の実施時間帯を通じて、専用で利用できる部屋またはスペ

ースと捉えるというのが、この専用区画の解釈です。そして、この解釈の終わ

りの方には、「ただし、各クラブの実情に応じ、児童の健全な育成を図る上で、

支障を及ぼさない場合には、専用でなくてもよいこととする」ということも書

いてありますけれど、私はこの但し書きを使おうとは別に思っていませんが、

ただ、先の捉え方において、今の現状が即、条例に違反した内容であるという

ことではないということを先にお話しさせていただきたいと思います。 

 それと、子ども・子育て会議が何回開かれてどうかということですけれども、

先日、５回目の会議が終わりまして、今度、町長の方にその答申を出させてい

ただくところですけれども、その中では、事業の提供に向けて体制を検討して

いくとか、あるいは希望者の受け入れについて体制構築を図りますというよう

な文言は使わせていただきまして、今後５年間の推計にしたところによります

と、２７年度が豊郷小学校が４０人、低学年です。２８年度が４２人、２９年

度が４６人、３０年度が４４人、３１年度では４１人というような形の提供量

がこの子ども・子育て会議の方の試算、推計として出てきています。日栄小学

校につきましては、２７年度が３３人、２８年度が３４人、２９年度が３８

人、３０年度が３６人、３１年度が３４人というような形で、現在の状況で定

員４０という形で実施させていただく中ではクリアできる部分かなと。それと
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設置基準が１人１.６５平米ということですので、現在のランチルームにおきま

してのそれは十分クリアしていることから、現状のところでの運営を、この場

所がだめというなら別ですけれども、ここが使えるのではあれば、現状クリア

しているものと考えています。 

 それと、日栄小学校の学童さんが何かのときにその場を追い出されるという

話を今言っていただきましたけれども、このことにつきましても、日栄小学校

の学童はひまわりですけれど、こちらの方にそういう事例があるのかもちょっ

と確認もしておきました。年間、確かに何回かあると、学校行事において。入

学、卒業、ほかには親子での食事会などで学校行事においては、その場が使え

ない場合があるけれども、しかしその場合には、学校の別の部屋で、鈴木議員

の言い方をすると、追い出されたになりますけど、別の場所を提供して運営で

きているということから、おおむね解釈としては学童の運営として現状でいけ

るものと考えておりますので、先ほど申しましたように、現状のままでと先ほ

ど答えさせていただきました。 

 以上です。 

佐々木議長  再々質問。 

鈴木議員  議長。 

佐々木議長  鈴木議員。 

鈴木議員  学童が学校内で一番だというのは、それはそのとおりだと思います。それか

ら、私は何も違反しているとは申し上げていませんので、私も課長がおっしゃ

ったことを理解します。理解しているからこそ質問しているんです。どう理解

しているか。課長がおっしゃったように、子供たちの生活機能が十分確保され

ていればいいということなんです。しかし、年に数回でもひまわりの子供たち

は、このランチルームから追い出されているんです。数回というのは、回数の

問題ではない。安定して子供たちがそこで遊びや学習をできるということでは

ありません。これは回数の問題ではありません。まさに、条例でいう、課長が

説明された、子どもたちの生活機能がそこでは、私は十分確保されていないと。

だからこそ、条例に基づいてどういう形になるかは別にして、専用スペース、

専用区画の検討が必要ではないかと質問しているんですが、再度回答をお願い

します。 

保健福祉課長  議長。 

佐々木議長  神辺保健福祉課長。 

保健福祉課長  再々質問にお答えさせていただきます。 

 専用区画を含めての今後の運営ということを考えないという意味ではありま
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せん。お尋ねいただきました条例のその部分がどうなっていたかということに

つきましては、現状では引き続き使っていくということで考えていこうという

思いをしております。 

 それと、両小学校ともランチルームを使っておりますので、今後の検討する

運用の中では、面積が基準に照らせばかなり大きいものがありますので、そう

いうところの工夫も考えれば、今後、ランチルームが使えるなら、その余地は

十分あるものと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

佐々木議長  再質問。 

鈴木議員  議長。 

佐々木議長  鈴木議員。 

鈴木議員  給食費の問題について質問いたします。先ほどの回答は、給食費の根拠とい

うのは、給食センター運営委員会からの提案だというのはわかりました。徴収

方法は口座振替だとおっしゃいました。本当にそうなんですね。質問いたしま

す。 

 この文書は、教育長、中学校長の連名で、１月３０日付現在の中学校１、２

年生の保護者宛に配付された、給食費及び学年諸費の口座振替依頼書の提出に

ついてという文書であります。そこでは、給食費並びに学年諸費について、平

成２７年度より口座振替にて徴収させていただくことになりました。２月１３

日までに提出をとされています。ここまでは、このとおりです。孫がこれを持

って帰ってきましたので、私はこれは明らかに給食費の徴収は口座振替にする

という強制の文書ではないかと、教育委員会に参りました。そういたしますと、

名前は言いませんが、ここに担当者の名前が書かれていますが、その担当者が

私に言ったのは、基本は口座振替ということで、基本ですよ。強制ではありま

せんと。この文書は中学校がつくったもので、私はこのまま上に上げで出した

だけだということでした。そこで、私は中学校に参って、校長先生に確認をし

てまいりました。中学校側は、それは給食費の徴収は教育委員会の仕事ですか

ら、教育委員会がつくったものですとの答えでありました。 

 もう１つ、これは２月１２日に行われた、中学校説明会で配付された平成２７

年４月開始の中学校給食にという文書です。これは、教育長と中学校長の連名

ではなく、教育長でもありません、教育委員会だけになっているんですが、そ

こでは、お支払い方法は口座振替を基本としますと。１月３０日の文書とは違

った表現になっているんです。２月１３日が口座振替で、いろんな諸費を含め

て１３日までに出せと言っておきながら、２月１２日、締め切りの前日では、
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今の小学校６年生と中学校１、２年生の保護者には、あくまでも口座振替が基

本だということで文書が変わっているんです。大きく変わるんです。 

 そこで、給食費の徴収についてごろごろ変遷が変わったことについての経過

の説明を求めます。 

教育次長  議長。 

佐々木議長  角田教育次長。 

教育次長  鈴木勉市議員の再質問にお答えします。 

 今、お手元にお持ちの１枚物の通知、それから、もう１つ、２月１２日付の

教育委員会名で発しております、４月開始の中学校給食についてでございます。

実は、２月１２日のこちらの方が内部での決裁が先にまずとられておりまして、

入学説明会、２月１２日に出すのに、これは実は用意しておりました。先に通

知文でお知らせするときに、１枚もので書くときに、基本という言葉は確かに

抜けているんですけども、振り替えでお願いしますと言い切った文面になって

おります。誤解を与えた可能性は否定できないので、申しわけないなと思って

おりますけども、鈴木議員がお話ししてもらう中でも、ほかの方でも実際には

学校で、これですという場合でも、その児童、生徒のお家の状況によっては、

学校の先生方と相談することはよくありまして、そこにつきましては、振り替

えでお願いしますと言い切っておりますが、お家の事情等で保護者の方がご相

談に来られる場合には対応する場合もありますので、誤解があるような表現に

なっておりまして、それについてはまことに申しわけないんですけども、対応

としてはそのような形の時間の流れでございます。 

佐々木議長  再々質問。 

鈴木議員  議長。 

佐々木議長  鈴木議員。 

鈴木議員  いや、そんな質問をしようと思っていなかったんですが、この２月１２日付

の文書が先に決裁を通っていたと、こっちは教育委員会名ですわ、こっちは教

育長の名前が入っている、この決裁はどうなった。これは、後で説明してくだ

さい。この文書と違うんやわ。口座振替と言いながら、課長も学校で子供の状

況によってはこういうようなことも結構ですと言いながら、この１月３０日の

は口座振替の強制やわ、どない見ても。「口座振替とさせていただきます」な

んだから。誰が読んでも強制じゃないですか。あなたと担当者が言っていたこ

とは違うとか言わへんで、名前書いてあるから。私が抗議に行ったから、この

文書ができたのかと思えば、まだそれやったらまだしも許せるんですが、こち

らが先に決裁がされていて、その後からこちらが行ったというのは、これはち
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ょっと委員会の中の決裁状況からもうちょっときちっと詳しく説明してくださ

い。納得できませんわ、何でそんなことが起こるのか。これが１つ。 

 今、私がこの問題を取り上げたのは、次長もおっしゃられたけど、保護者の

中にはさまざまな理由で口座を持っていない方もおられるかもしれないんです

よ。現実におられる。生活実態でね。私も知っていますよ。今回の対応は、そ

ういう意味で、何よりも教育的な配慮を欠いたものではないかと。特に、教育

の場における対応は、保護者や児童、生徒、学校、地域などさまざまな点で十

分に配慮をしたものでなければならないと私は思うんですよ。その点で、今回

の対応というのは、保護者や学校、生徒に迷惑をかけていると、強制をしたと

いう点で、これはきちっとした反省をしていただかなければならないと思いま

すが、事務的には次長から、教育全体としては、教育長の方から答弁をお願い

したいと思います。 

教 育 長  議長。 

佐々木議長  横井教育長。 

教 育 長  ご指摘のとおり、本当に申しわけないことをやったなと思っております。と

いいますのも、教育委員会の中で話をしていたのは、口座振替にしますという

ように書いていても、それぞれの家庭の事情があるということは、委員会の中

では十分わかっていましたので、そう出して、それぞれ対応していこうという

ような腹はずっとしていたというようなことはご理解いただきたいなと思いま

す。ましてや、それは小学校とも同じような形で対応させていただいています。 

教育次長  議長。 

佐々木議長  角田教育次長。 

教育次長  鈴木議員の再々質問にお答えします。 

 文面的な表現、それから、内部決裁での順序につきまして、私どもとしては

事務的に進めたというものの、結果的に発出し、児童、生徒、それを通じた保

護者の方に誤解あるいは、振込しかいかんのかというような心理的なストレス

を与えたということにつきましては、今後、適切な表現に努めたいと、このよ

うに思います。 

 以上でございます。 

佐々木議長  次の再質問。 

鈴木議員  議長。 

佐々木議長  鈴木議員。 

鈴木議員  日栄小の校舎問題ですが、もう一度確認ですが、平成３０年度に１クラス足

りなくなるということは、平成３０年度から６年間、１教室増やさなければな
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らないということになるのかどうか、ちょっとその点だけ、まず数字の面だけ。 

 実は、この教室不足の問題ですが、現在の日栄小が建築されるときに、行政

懇談会で児童、生徒の推移についての説明がありました。そのとき、私はよく

覚えていますが、日栄学区ではもうこれ以上、子供は増えないのかと聞いたら、

増えませんと当時の担当者が胸を張って言われました。そのときにも、こうい

う今日いただいた学級数の推移というような資料が提出されました。本当に増

えないのかと聞いたら、増えないと言いました。その当時、提案された児童、

生徒の推移と、今回と大きく違っているのですが、どこで違ったのか明らかに

してください。私が覚えているだけでなしに、日栄小ができるときにこういう

回答があったことを記憶されている方が何人もおられましたので、こんなに大

きく違うのかと。どこで何が違ったのか、まず明らかにしていただきたいと思

います。 

 次に、教室が不足するわけですから、先に計画を立てる必要があることには

意見の相違はないと思います。ただ、１２月議会では増築かプレハブという声

もありましたが、これは私は論外だと思っています。これはもう言うまでもあ

りませんが、教育行政の目的は教育条件の整備でありますから、プレハブで豊

郷の子供たちを学ばせるというわけには私はいかないと思います。 

 そこで、提案です。日栄小は現在、１２月議会で提案されましたが、要支援

の子供たちがいて、間仕切りをして使っていくというような、確か補正の提案

もあったような気がいたしますが、先ほど、学童保育の専用スペースの点も質

問いたしました。現在もランチルームが兼用になっています。学童保育も子供

が増えると入所する子供も増加するのではないかと思っていたのですが、先ほ

ど保健福祉課長の答弁で、平成３０年度が一番、日栄のランチルームでも豊郷

でも多くなるというような回答がありました。私は、この日栄小学校の教室解

消の方法を検討する際に、単に教室が不足するので充足するといったそんな考

えではなしに、１つは要支援の子供たち、今、非常に多いです。各学年に２人

か３人はいます、今の現状として。これは、これからも増える可能性が考えら

れます。学童保育の専用スペースの設置も考えなければなりません。教室の確

保ということで、これらを総合的に勘案をして、教室不足の解消を考えていた

だきたいと思いますが、回答を求めます。 

教育次長  議長。 

佐々木議長  角田教育次長。 

教育次長  鈴木議員の再質問にお答えします。 

 今後は子供は増えないというようなお話が、今の日栄小学校の建築前の当時
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に発言があったということについてお答えします。当時のことは、私もいない

わけですけども、実際には当時の状況から、皆さんのお手元にはお配りしてい

ますけども、推計という形で計算したところ、増えないといったことがあった

のかなと思います。実際には、豊郷町は最近、開発も含めまして人口が増えて、

子供の数もそれに付随して増えている分がございます。 

 それから、プレハブの関係はだめだというお話がございました。特別支援、

要支援の子供が今後増えるのではないかという部分につきましては、なるほど

そういうような形で要支援の子供を特別支援の教室という形で教育する部分も

必要かと思いますが、近年、通常学級の中で障害を持つ子を含めまして教育を

受けると、希望すれば教育が受けられるというインクルーシブの考え方も出て

おります。それにつきましても、子供たちがともどもに学ぶというような配慮

との兼ね合いで今後考えていきたいなとは考えております。 

 以上でございます。 

佐々木議長  再々質問。 

鈴木議員  次に行きます。 

佐々木議長  鈴木議員。 

鈴木議員  介護の問題ですが、条例の変更で、要支援１、２のサービスが平成２９年度

からの実施だというのはよくわかりました。厚生労働省の調べでは、初年度

の２０１５年度中に移行するのはわずか１１４自治体で、率にして７.２％にと

どまっているということが、厚労省の調べではっきりしています。さら

に、２０１６年度でも２７自治体、１７年が最多の１,０６８で、時期が未定だ

というのも１１９自治体あります。これは、第１４条の附則の３、４、５と私

は書かせていただきました。例えば、３項では、移行するためには医療に関す

る専門的知識を有するものの確保が困難である場合は、２年間遅らせることが

できる。それから、事業を実施するものの確保が困難である場合もできる。５

項が、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有するものの確保が困難な場合。

逆に言えば、この２年の間にこれらの人やボランティアも含めて行政は確保し

なければ、２９年度から移行することができないのですが、これはもう必然的

になっているんですが、この確保についてどのような方法で確保していく方針

なのか明らかにしていただきたいと思います。 

 さらに、２９年度から移行いたしましても、自治体の事業予算には今の国の

制度では上限がつけられて、最終年度に移行いたしますと、前年度の実績プラ

ス１０％がその町の事業費であって、その事業費が上限を超えた場合、その超

過分は厚労省は拠出しないと明言をした。そうなれば、市町村は一般財源から
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持ち出しをしなければならなくなって、これまで以上に引き続きサービスを受

けられなくなる。その意味では、国の責任で安心できる介護保険制度に基本的

にはするべきだというふうに私は思います。 

 そこで、その声を自治体からも国に上げるべきだと思いますが、町長は幸い

にも県の町村会長もされておられますので、ぜひ国にその声を上げていただき

たいと思いますが、町長の見解をお聞きしたいと思います。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  ４番、鈴木議員さんの再質問にお答えいたします。 

 幸いにして、４月の途中までですけど、要職におりますので、そのまま継続

してやらせていただけるなら、しっかりと国に対しての意見は具申させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

医療保険課長  議長。 

佐々木議長  北川医療保険課長。 

医療保険課長  それでは、鈴木議員の再質問にお答えしたいと思います。 

 今ほどご指摘いただきました法附則第１４条の経過措置の第２項、３項、４

項、５項の内容でございます。特におっしゃっていただきました３項の在宅医

療の医療連携の部分につきましては、現在、多職種会議の中でいろいろな事業

所等の委員やまた病院の方々との協議の中で、医療関係者の方にどういうふう

に入っていただくかということを今、協議中でございまして、第４項の中では

述べられておりますのは、生活支援コーディネーター、まさにこの人員につい

ては確保しなければならないということになっておりますけれども、何分小さ

い町でございまして、近隣も小さい町が集まっておりますので、圏域での取り

組みも視野に入れての協議が必要であるという思いでおりますので、この２年

間の経過措置の中で何とか議論を詰めていきたいと考えております。 

 また、５項の中では、特に認知症に対する考え方があるのかなと理解をして

おりまして、これにつきましても、先ほども申し上げました多職種会議の中で

認知症の初期集中支援チームの充実に向けてもう少し検討していかなければな

らないと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

佐々木議長  再々質問。 

鈴木議員  次に行きます。 

佐々木議長  再質問ですね。 

鈴木議員  次に、庁舎問題について再質問いたします。 
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 先ほど町長から回答がありました、旧館を残すか、残さないか、そこのとこ

ろ討論だとおっしゃいました。私もそう思います。そこで、議論もかみ合った

と思いますので、質問をさせていただきます。 

 今まで、庁舎の増改築、私は先に建設ありきではないかと批判をしてまいり

ました。それは、なぜかと言いますと、先ほど町長がおっしゃった、本当に旧

館は解体しなければならないのか、このことについて町民が納得できる、町民

に資料が提供されていないことにあるのではないかということです。町はこれ

まで設計図がないと繰り返して答弁をされてきましたが、もうこれは町もご承

知のことだと思うんですが、先人の館が町にあります。先人の館の資料によれ

ば、設計者は工学士弓削要氏、請負者は静岡県日出町の勝呂組、工費が５

万５,０００円となっていて、旧館の写真も公開をされています。また、旧豊郷

村史は公費５万円となっていて、若干数字が違うんですが、私が驚きましたの

は、工事費５万円のうち３万６,３００円が個人の寄付になっています。その個

人のお名前も旧豊郷村史には刻まれています。中には、１万円、１万１,０００

円の寄付をされた方がお二人ほどおられたんです。工事費の７２％が個人の寄

付でできたのが、現在の旧館であります。 

 そうなりますと、私はこの寄付をされた方々のご意思を思うときに、そんな

簡単に解体はできないのではないかと思います。町は、設計者や請負業者が誰

かということは、もうこれまでもご承知のことだったと思いますので、そこで

お伺いいたします。 

 １つには、７２％工事費を寄付された十数名の方、旧豊郷村史に載っていま

すが、解体をするかしないかについて、この方たちとご連絡をとり意向をお伺

いしたことがあるのかどうか。私は必要だと思っているんですが、まずお答え

ください。 

 ２つ目は、今、申し上げました業者や設計者に連絡をとられたことがあるの

かどうかをお答えを願いたいと思います。 

 ３つ目は、町から示されたＡ案ですが、Ａ案では仮設庁舎が必要なのでなか

なかだというのが、ずっと町の説明でありました。先ほど私が提案をいたしま

した。木造の部分を撤去して、そこに新設庁舎を先に建てれば、例えば旧館の

耐震工事の事業中でも、そこで執務をすることが可能ではないかと、素人考え

だと思うんですが、そういう案は検討されたことがあるのかどうか答弁を求め

ます。 

 最後に、いずれにしても町の３階建ての部分は必要ないと私が申し上げまし

たのは、町案の３階は議場になっているからであります。議場はこのままで私
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は十分だと考えているんです。そこで、２階建てで十分じゃないかと思うんで

すが、そこにかかわって３階建てが２階建てに変更になりますので、３点、事

務的にお伺いいたします。もう一度、確認の意味です。 

 町が示した最終案は、基本設計だったのか、実施設計だったのか、きちっと

確認をしたいので、この点だけ。 

 ２つ目は、行政懇談会の意向も含めて、設計を変更されるのかどうか。この

点についてお伺いをいたします。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  ４番、鈴木議員さんの再質問にお答えします。 

 建設ありきということで批判を受けたと、最初から建設ありきでないことは

議員もご承知のとおりかと思うんですけど、こういうふうに対面になるとそう

いうような表現をされるんだと思っております。寄付者も知っております。し

かし、これは予算計上されたものであります。 

 それと、最初からこれを潰すと言ったことは一切ございません。Ａ案・Ｂ案

の中で皆さん方に議論をしていただいた、そしたら、昭和５年の建物ですから

ということになったのであります。先ほどからお答えしましたように、議員の

皆さん方がこれを残すんやと、それをきちっと決議をされたら、これはそれの

もとに設計図も復元して費用も計上できると思いますが、一部の方だけでこれ

を設計をもう一遍起こせということですと、それはまた壊すとなると費用の無

駄遣いにもなります。 

 そういったことで、もうここまで来れば、議員の皆さん方が方向性をしっか

り示してもらわなければ、私らの説明もですけど、皆さん方も説明責任がつか

ないのではないか、そういう思いでございます。 

 それと、実施設計であります。あと、足らない部分は課長の方から答えさせ

ます。 

総務企画課長  議長。 

佐々木議長  村田総務企画課長。 

総務企画課長  鈴木議員のご質問の設計につきましては、今、町長が申し上げましたように、

実施設計でございます。 

 それと、今後の実施設計についての変更でございますが、それにつきまして

は、今後、現在の実施設計をするのか、しないのかによって変わってくると思

いますので、内容が変われば、当然、設計のし直しということになろうかと思

います。 



1 － 82 

 それと、先ほど建設当時の村史のお話が出たと思いますが、村史を私も読ま

せていただきましたが、その当時、５万何ぼと書いてありました。ただ、あの

文書を読んでいますと、先にその当時の豊郷村がこの庁舎を建てるという議決

がされてから寄付と、村史にはそういう書き方がされていたと思いますので、

その当時、この庁舎あての寄付かどうかというのはちょっと私の方ではわから

ないと思っております。 

佐々木議長  再々質問。 

鈴木議員  議長。 

佐々木議長  鈴木議員。 

鈴木議員  予算計上されたものであれ、議決されたものであれ、いずれにしても７２％

が寄付であったというのは間違いないわけですから、ここのご意思は十分尊重

すべきじゃないのかということだけを申し上げておきたいと思います。 

 町長の方から、議会で旧館を残すのか、残さないのか決めよということで、

ちょっと言い方は乱暴ですが、議会の方に、この建設が、この庁舎改修が振ら

れたような感じですが、これは私は論理が反対ではないかと思います。だから

こそ、私は検討会をつくって、設置をして、この旧館も含めて残すのか、残さ

ないのか、これを議論すべきではないかと。そういう検討委員会をつくって、

町民の誰もが納得するような改修を進めるべきではないかということを申し上

げてきました。今回も、そういう検討委員会をつくるのが最良だと思うんです

が、今回は最低でも専門家を交えた検討会をつくって、例えば旧館がもつのか

もたないのか、町民の誰もが納得できる討論を行って、その討論を公開して、

その結果を町民に公開をして進めるべきじゃないかということを申し上げたい

んですが、町長の見解をお伺いします。 

伊藤町長  議長。 

佐々木議長  町長。 

伊藤町長  ４番、鈴木議員さんの再々質問にお答えいたします。 

 今日まで、全協のたびに説明をさせていただきました。その結論の中で、町

は最終的にはどう考えているんや、ではＤ案でいきますと。それで、実施設計

に入りました。その後がちょっといろいろな議会軽視とかいろいろな言葉が出

てきました。しかしながら、議会にかけてここまで来たのを、再度、もう一遍、

原点に戻して旧館を使うとなれば、皆さん方がそれを使うという意志決定を出

していただいて、そして、それがもつのかもたんのか、しっかりやっていかな

ければならない。私は、そう思います。それが、議会の責務じゃないですか。

我々が最初から提案もしなくて、そして、やって議会が決めなさいじゃなくし
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て、私たちは議会に今日までかけてきて、そして進んできたのを、最終的に皆

さん方がはっきりＤ案でいくんやったらいく、Ｄ案じゃなしに、残していくん

やったらいく、私は結論を出すべきだと。それが、私は議会改革で、議会の活

性化だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

佐々木議長  以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本定例会会期中の日程は、皆様にお手元に配付の日程表により審議されるよ

う、よろしくお願いいたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。ご苦労さまでございました。 

（午後３時２８分 散会） 

 


